
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
中
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ァ
都
市
民

34　（684）

－
遺
言
書
史
料
に
見
る
行
政
機
構
の
発
展

高

田

京
比
子

【
要
約
】
　
中
世
都
市
に
お
い
て
は
、
都
市
民
と
政
府
の
商
道
が
近
く
、
市
民
の
日
常
的
な
活
動
が
行
政
に
反
映
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、

史
料
に
恵
ま
れ
た
イ
タ
リ
ア
都
市
コ
ム
ー
ネ
で
は
、
よ
り
社
会
史
的
な
視
点
か
ら
都
市
行
政
機
構
の
発
展
を
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
そ

う
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
一
三
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
富
の
発
展
を
取
り
上
げ

る
。
こ
の
役
所
は
、
都
市
の
財
政
や
経
済
・
福
祉
活
動
、
市
民
の
家
族
生
活
の
各
方
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
基
礎
に
は
遣
言
執
行
人
と

し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
。
市
民
の
遺
言
書
の
分
析
は
、
；
一
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
の
変
化
に
応
じ
た
市
民
の
要
求
の
多
様
化
と
の
相
互
作
用
の
申
で
、

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
富
の
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
職
務
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
四
巻
五
号
　
二
〇
〇
【
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
都
市
研
究
に
お
け
る
社
会
史
的
史
料
の
活
用
が
盛
ん
に
な
っ
て
久
し
い
。
と
り
わ
け
、
中
世
後
期
の
大
都
市
に
つ
い
て
は
、
福
祉
活
動

や
風
俗
規
制
、
祭
礼
な
ど
市
畏
の
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
都
市
の
機
能
に
つ
い
て
研
究
が
進
展
し
、
こ
れ
ら
を
広
く
「
都
市
の
自
治
活

動
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
も
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
は
都
市
自
治
と
い
え
ば
政
治
的
自
立
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
み
、
後
者
と
深
く



サン・マルコ財務官と中世ヴェネッィア都市民（高田）

か
か
わ
り
を
持
つ
活
動
が
主
に
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
自
治
と
政
治
的
自
立
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
発
想
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
ら
た
め
、
自
治
を
政
治
的
自
立
に
か
か
わ
る
問
題
と
市
民
生
活
の
そ
れ
と
に
分
け
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な

「
都
市
自
治
」
発
展
の
問
題
と
、
昨
今
隆
盛
を
き
わ
め
る
社
会
史
的
研
究
の
成
果
の
間
を
橋
渡
し
し
、
都
市
の
制
度
的
発
展
を
市
民
の
側
の
視

点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
も
連
な
る
と
雷
え
よ
う
。
本
稿
も
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
「
都
市
自
治
」
や
そ
れ
を
支
え
る
諸
制
度
の

発
展
の
問
題
を
考
え
、
中
世
都
市
自
治
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
　
端
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
る
。
史
料
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
古
文

書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
遺
言
書
を
用
い
る
。

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
属
す
北
中
部
イ
タ
リ
ア
は
、
中
世
盛
期
の
コ
ム
ー
ネ
（
自
治
都
市
／
自
治
都
市
政
府
）
が
領
域
支
配
を
行
う
都
市
国
家
に
ま

で
成
長
し
た
点
で
、
都
市
史
研
究
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
ま
た
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
の
社
会
史
的
研
究
が
非

常
に
盛
ん
な
分
野
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ム
ー
ネ
の
自
治
制
度
が
最
も
発
達
す
る
＝
1
一
三
世
紀
を
考
え
た
場
合
、
い
ま
だ
に
市
民
の
日

常
生
活
の
視
点
か
ら
の
研
究
は
少
な
い
。
こ
れ
は
史
料
の
問
題
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
従
来
の
研
究
が
政
治
シ
ス
テ
ム
や
支
配
層
の
変
遷
（
コ

ン
ス
ル
制
か
ら
ポ
デ
ス
タ
湖
へ
の
移
行
、
ポ
ポ
ロ
の
台
頭
な
ど
）
、
都
市
の
行
政
機
構
お
よ
び
ア
ル
テ
な
ど
の
制
度
的
発
展
を
語
る
こ
と
の
み
で
、
こ

の
時
代
の
大
枠
を
理
解
し
て
き
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
＝
世
紀
末
に
都
市
役
人
と
し
て
の
コ
ン
ス
ル
が
出
現
し
始
め
る
。

｝
二
世
紀
の
間
に
、
商
業
を
扱
う
委
員
会
な
ど
が
独
立
、
議
会
は
都
市
領
主
の
権
力
を
制
限
し
、
一
二
〇
〇
年
ま
で
に
事
実
上
全
て
の
都
市
で

コ
ン
ス
ル
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
政
府
」
が
で
き
、
コ
ム
ー
ネ
の
形
が
整
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、
＝
一
世
紀
末
か
ら
＝
二
世
紀
初
め
は
、
多
く

の
都
市
で
都
市
圏
の
集
成
や
徴
税
体
制
・
コ
ン
タ
ー
ド
行
政
の
発
展
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
さ
ら
に
自
治
が
進
む
。
ま
た
、
同
時
に
、
経
済
力
を

蓄
え
た
商
人
・
職
人
層
、
農
村
部
か
ら
の
移
住
者
な
ど
が
初
期
の
コ
ン
ス
ル
貴
族
に
対
し
て
政
治
権
力
を
要
求
し
、
種
々
の
党
派
争
い
や
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

中
で
の
支
配
層
の
闘
争
・
融
合
・
淘
汰
を
経
て
新
た
な
政
治
体
制
（
シ
ニ
ョ
リ
！
ア
政
ま
た
は
寡
頭
政
）
へ
移
行
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
制
度
史
も
枢
要
な
分
野
で
あ
り
、
制
度
を
支
え
た
支
配
層
の
実
態
や
都
市
と
農
村
の
関
係
な
ど
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
課

題
も
多
々
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
制
度
的
発
展
を
市
民
生
活
の
視
点
か
ら
解
き
あ
か
す
試
み
も
同
様
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
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な
ら
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
お
い
て
は
、
都
市
民
と
政
府
の
距
離
が
近
く
、
市
民
の
日
常
的
な
活
動
が
行
政
に
反
映
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
は
、
基
本
的
に
は
城
壁
に
囲
ま
れ
た
＝
疋
の
狭
い
空
間
に
利
害
を
持
つ
人
々
が
集
ま
っ
て
、
運
営

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
字
通
り
共
通
の
（
O
O
日
¢
⇔
Φ
）
利
益
を
求
め
て
結
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
各
々
の

　
③「

家
」
に
属
す
市
民
た
ち
の
寄
り
合
い
所
帯
で
も
あ
る
。
「
家
」
が
党
派
争
い
の
基
盤
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
「
家
」
に
属
す
こ
と
が

政
治
に
参
加
す
る
た
め
の
要
件
と
な
る
場
合
も
存
在
し
た
。
「
家
」
の
み
が
彼
ら
の
行
動
を
律
す
る
基
準
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時

の
人
的
結
合
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
下
か
ら
」
の
あ
る
い
は
「
成

文
化
さ
れ
な
い
非
公
式
の
」
活
動
と
制
度
的
発
展
の
相
互
作
用
を
見
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
史
料
が
増
え
始
め
る
一

三
世
紀
に
つ
い
て
は
、
都
市
の
行
政
機
構
の
発
展
を
、
よ
り
社
会
史
的
な
視
点
で
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
三
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
発
展
、
と
り
わ
け
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
、
こ
の
役
所

の
職
務
確
立
の
過
程
を
取
り
上
げ
た
い
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
も
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
点
、
元
首
恥
黄
と
い
う
特
殊
な
制

度
を
持
っ
て
い
る
点
な
ど
、
他
の
イ
タ
リ
ア
都
市
一
般
の
制
度
的
発
展
と
は
異
な
る
要
素
が
目
立
つ
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
、
＝
～
世
紀
の
間

に
コ
ム
ー
ネ
の
形
態
を
整
え
（
コ
ム
ー
ネ
の
語
O
o
ヨ
白
壼
Φ
＜
窪
Φ
9
p
霊
ヨ
の
登
場
、
元
首
の
世
襲
鋼
の
阻
止
と
そ
れ
に
続
く
権
力
の
制
限
、
そ
れ
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

大
議
会
8
鼠
一
ご
ヨ
§
貯
。
。
の
登
場
と
こ
こ
へ
の
権
力
の
集
申
）
、
＝
二
世
紀
に
都
市
の
行
政
機
構
が
発
展
し
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
一
三
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

前
半
に
は
都
市
法
が
ま
と
め
ら
れ
、
司
法
機
能
も
整
備
・
専
門
化
さ
れ
た
。
後
の
共
和
国
の
要
と
な
る
各
種
委
員
会
や
制
度
の
大
半
は
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

期
に
生
ま
れ
、
法
令
集
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
支
配
下
は
未
だ
流
動
的
で
は
あ
る
が
、
古
く
か
ら
の
家
系
に
新
た
に
台
頭
し
た
商
人
家
系
が
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

わ
り
、
後
の
「
都
市
貴
族
」
の
家
柄
が
そ
ろ
い
つ
つ
あ
っ
た
。
同
時
に
か
つ
て
見
ら
れ
た
元
首
と
住
民
集
会
。
8
9
0
と
い
う
枠
組
み
は
徐
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
な
り
を
潜
め
、
都
市
の
権
力
が
大
議
会
に
収
敏
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
「
都
市
コ
ム
ー
ネ
」
の
枠
組
み
で
論
じ
る
こ
と

に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
党
派
争
い
が
な
か
っ
た
た
め
、
行
政
機
構
の
発
展
を
比
較
的
継
続
的
に
観
察
で
き
る
と
い
う
強
み
も
あ
る
。

36　（686）



サン・マルコ財務官と中世ヴェネツィア都市民（商由）

　
　
方
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
各
種
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
役
職
の
中
で
も
古
く
か
ら
存
在
し
、
都
甫
の
財
政
・
都
甫
経
済
や
福
祉
活

動
・
市
民
の
家
族
生
活
の
方
面
で
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
役
職
で
あ
る
。
元
首
の
私
的
礼
拝
堂
で
あ
っ
た
サ
ン
・
マ
ル
コ
教
会
の
管
財
人
か

ら
発
展
し
た
の
で
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
勺
3
0
霞
象
。
お
。
。
ω
轡
。
爲
鎮
践
9
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
際
の
職
務
内
容
は
、
単
な
る
教
会
財
産
の

管
理
を
大
き
く
越
え
て
い
た
。
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
が
、
遺
一
笹
書
行
人
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
市
民
の
遺
産
処
理
や
遺
産
の
管
理
と

い
う
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
、
彼
ら
は
市
民
の
家
産
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
預
か
っ
た
遺
産
は
、
喜
捨
や
慈
善
に
使
用

す
る
ほ
か
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
発
行
の
公
債
や
リ
ア
ル
ト
の
商
工
業
者
へ
の
投
資
に
回
さ
れ
た
。
一
四
世
紀
に
は
、
財
政
不
足
時
に
コ
ム
ー

ネ
へ
貸
し
出
し
を
行
う
こ
と
も
あ
り
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
民
の
「
家
」
と
社
会
、

あ
る
い
は
コ
ム
ー
ネ
の
、
い
わ
ば
パ
イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
た
と
も
雷
え
よ
う
。
中
世
都
市
に
お
け
る
「
家
」
「
親
族
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
な
か
、
こ
の
よ
う
に
市
民
の
家
産
管
理
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
役
所
は
、
特
に
そ
の
制
度
的
発
展
に
お
け
る
市
民
の
側
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
が
見
え
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
遺
言
執
行
入
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
中
世
都
市

自
治
の
発
展
を
帯
民
の
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
考
え
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
、
有
益
な
材
料
を
提
供
す
る
と
考
え
る
。

①
江
川
温
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
成
長
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
八
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

　
成
長
隔
、
岩
波
書
店
、
　
九
九
八
年
、
二
一
頁
、
二
八
－
二
九
頁
。

②
　
例
え
ば
、
U
．
渚
8
げ
。
冨
ω
曽
§
恥
O
、
o
建
＄
駄
、
浮
馬
壷
鳴
§
N
O
馬
聲
ぎ
ミ
ト
ミ
恥

　
詮
愚
ミ
竜
8
§
障
昼
凄
ミ
鴨
題
き
9
ミ
袋
舜
団
。
己
8
し
8
刈
も
噂
」
零
じ
δ
伊

　
卜
⊃
甲
乙
ご
》
ω
O
甲
認
ピ

③
　
本
稿
で
は
「
家
」
と
い
う
言
葉
で
主
に
、
同
世
帯
で
な
く
と
も
財
産
共
有
や
血

　
縁
の
絆
に
基
づ
い
て
利
害
共
有
関
係
に
あ
る
人
々
の
集
団
を
指
す
。

④
o
o
ヨ
早
産
Φ
く
魯
Φ
o
冨
毎
ヨ
の
語
が
初
め
て
記
録
さ
れ
る
の
は
一
一
五
二
年
で

　
あ
る
。
Ω
．
日
暮
碧
o
P
§
馳
要
事
誉
、
ぎ
竃
鴨
、
§
ミ
ミ
§
避
寒
営
惣
ミ
ら
ミ
越

　
駄
ざ
§
§
N
肉
§
》
器
p
ω
．
げ
《
即
し
d
．
冒
8
p
客
睾
《
。
号
一
Φ
c
。
ρ
竈
．

　
む
一
－
一
紹
・
た
だ
し
こ
こ
で
タ
バ
ッ
コ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
コ
ム
ー
ネ
政
体
が

　
以
前
の
晋
×
を
頂
点
と
す
る
公
国
か
ら
の
継
続
的
発
展
で
あ
る
こ
と
と
、
後
背

　
地
と
の
関
係
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
他
の
北
中
部
イ
タ
リ
ア
都
市
と

　
の
相
違
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
よ
り
、
同
質
性
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
は
、

　
○
．
O
p
営
欝
巳
甲
い
ミ
誉
昏
鳶
特
織
N
貯
ミ
鳴
ミ
馬
§
鍵
じ
づ
四
昂
H
⑩
8
も
唱
「
Q
。
①
一
－
ω
刈
N
特
に

　
噂
．
ω
①
9
ζ
〉
。
。
8
員
ミ
§
N
賊
§
帖
ミ
§
§
舞
守
窪
p
ρ
一
⑩
潟
も
唱
．
N
8
心
罫

　
特
に
や
笛
這
．

⑤
拙
稿
コ
三
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
都
市
法
の
発
展
と
そ
の
社
会
的
背

　
景
」
『
西
洋
史
学
』
一
九
二
号
、
一
九
九
八
年
、
四
八
…
六
九
頁
。

⑥
ρ
轡
9
ω
ω
き
締
p
、
．
冨
。
山
国
匪
℃
Φ
欝
δ
眺
．
甲
臨
均
一
§
ぎ
偽
β
q
給
量
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卜
。
ρ
6
ω
メ
署
」
－
鎗
ρ

⑦
勲
§
§
ぞ
・
咄
§
帖
ミ
鐘
馬
9
蕊
軋
ご
ミ
奪
ミ
鼻
く
。
一
．
N
簿
。
日
p
匪
即

　
O
Φ
。
・
ω
押
ω
巳
。
α
Q
暴
▼
一
〇
ω
朗
（
艮
ω
ρ
・
慧
。
。
『
じ
σ
。
ざ
α
Q
昼
一
⑩
8
）
…
多
値
。
げ
Φ
5
騨

　
§
蓉
』
ミ
ミ
恥
井
野
ミ
蕊
亀
譜
q
§
母
§
馬
こ
N
奪
。
慧
§
貯
款
喬
謹
織
こ
鋤
0
9
く
。
ド

　
目
㌔
畿
。
話
し
㊤
0
9
＜
。
ピ
N
＜
Φ
器
さ
・
昼
一
8
P
〈
。
『
ω
り
く
Φ
p
①
N
昼
一
⑩
F

⑧
従
っ
て
、
一
三
世
紀
、
と
り
わ
け
そ
の
前
半
に
お
い
て
は
ま
だ
、
姓
に
基
づ
い

　
て
人
々
の
属
す
階
層
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
市
民
」
と
い
う
言
葉
は
曖
昧

　
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
不
動
産
を
所
有
し
、
そ
こ
に
な
に
が
し
か
の
生

　
活
の
拠
点
が
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
の
保
護
を
受
け
て
い
る
入
々
を
一
般
に

　
指
す
言
葉
と
し
て
本
稿
で
は
使
用
す
る
。

⑨
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
O
．
竃
霞
⇔
三
覚
卜
隣
§
翫
音
熱
q
ミ
ミ
ぎ
免
N
貯
ト

　
b
ミ
鳴
ミ
喧
運
ミ
簿
亀
ミ
ミ
譜
N
惹
響
G
§
偽
電
帖
p
講
話
呂
p
一
Φ
謹
（
「
一
ω
斤
．

　
鴛
霧
け
．
）
、
支
配
層
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
〉
．
0
霧
那
σ
Q
口
簿
鈍
き
ミ
憂
身
偽
§
苧

　
§
戴
§
9
。
§
§
写
い
8
§
ミ
奪
偽
§
卜
Q
壷
蔑
吋
ミ
§
ら
§
b
。
仁
田
象
い
．

　
O
・
幻
¢
α
q
σ
q
巨
甲
竃
・
評
話
p
O
．
○
罠
8
0
Φ
○
．
○
欝
ξ
＜
Φ
器
N
三
一
⑩
8
”
署
．

　
①
一
ω
ふ
禽
　
P
図
α
ω
o
F
b
ミ
隠
謡
偽
輸
§
§
ぎ
醇
譜
N
騨
讐
、
浄
ミ
＆
母
錯
譜
恥

　
鷺
O
b
§
沁
ミ
勲
〆
陣
Φ
r
一
〇
c
◎
O
．
を
参
照
。
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第
一
章
　
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
機
能
と
制
度
的
発
展

　
中
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
都
市
生
活
に
お
け
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
重
要
盤
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、

年
代
記
や
法
令
集
な
ど
の
基
本
的
史
料
に
加
え
、
主
に
一
三
世
紀
末
－
一
四
世
紀
の
遺
言
書
や
そ
れ
に
基
づ
く
遺
産
管
理
の
帳
簿
、
判
決
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
用
い
て
、
こ
の
役
所
の
制
度
的
発
展
と
経
済
的
・
杜
会
的
機
能
を
包
括
的
に
研
究
し
た
。
現
在
も
彼
の
研
究
を
越
え
る
も
の
は
出
て
い
な
い
。

本
章
で
は
、
こ
れ
を
参
考
に
、
ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
教
会
の
管
財
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
そ
の
権
限
を
拡
大
し
、

コ
ム
ー
ネ
の
役
所
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
提
示
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
や
議
会
決
議
な
ど
重
要
か
つ
必
要
な
史
料
は
再
度
こ
こ
で

検
討
し
、
遺
言
執
行
人
と
い
う
職
務
に
注
目
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
役
所
の
制
度
的
発
展
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
ミ

ュ
ラ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
こ
の
役
所
の
経
済
的
・
社
会
的
重
要
性
と
遺
言
執
行
人
機
能
と
の
か
か
わ
り
を
再
確
認
し
、
本
稿
の
課
題
と
研
究
方

法
を
よ
り
明
確
に
す
る
作
業
も
同
時
に
行
う
。



（一

j
　
コ
ム
ー
ネ
と
の
か
か
わ
り

サン・マルコ財務官と中世ヴェネツィア都市民（高田）

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
守
護
聖
人
、
聖
マ
ル
コ
を
祭
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
教
会
は
、
九
世
紀
に
遡
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
宗
教
的
中
心
地
で
あ
る
。
ま

た
、
ロ
ー
マ
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
独
立
し
た
元
首
の
私
的
礼
拝
堂
で
、
し
ば
し
ば
不
売
集
会
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
た
め
、
政
治
的

に
も
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
コ
ム
ー
ネ
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
く
素
地
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
史
料

で
確
認
で
き
る
最
初
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
＝
五
二
年
の
9
師
。
じ
ご
9
。
。
瞭
屋
で
あ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
教
会
の
建
設
、
装
飾
、
財
産

管
理
を
任
せ
る
た
め
、
元
首
が
彼
を
任
命
し
た
。
や
が
て
こ
の
役
職
の
選
出
は
大
議
会
の
管
轄
と
な
る
。
正
確
な
移
行
の
時
期
は
確
定
で
き
な

い
が
、
お
そ
ら
く
一
三
世
紀
で
あ
ろ
う
。
他
の
役
職
と
同
じ
よ
う
に
コ
ム
ー
ネ
か
ら
給
料
が
支
給
さ
れ
た
が
、
終
身
任
期
で
あ
る
点
が
異
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

元
首
職
の
次
に
威
信
が
あ
っ
た
。
実
際
こ
の
役
職
に
つ
い
た
人
物
の
名
前
を
見
る
と
、
有
力
者
が
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
＝
二
世
紀
に
は
、
役
人
の
定
員
増
加
も
行
わ
れ
た
。
同
世
紀
は
じ
め
に
は
一
人
で
あ
っ
た
の
が
、
一
二
三
〇
／
三
一
年
に
は
二
人
、
＝
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

九
／
六
〇
年
に
は
三
人
、
一
二
六
六
年
に
は
四
人
に
な
る
。
そ
れ
で
も
人
数
は
不
足
し
、
一
三
一
九
年
に
は
六
人
と
な
っ
た
。
こ
の
最
後
の
定

員
増
加
を
定
め
た
大
議
会
決
議
に
は
、
役
人
の
業
務
内
容
に
基
づ
く
呼
称
の
基
本
的
区
分
、
す
な
わ
ち
伍
Φ
ω
巷
録
と
、
ω
巷
2
。
o
ヨ
慧
ω
鍵
田
ω

（
傷
①
ω
夢
ε
ω
）
の
二
区
分
、
さ
ら
に
後
者
の
下
位
区
分
で
あ
る
号
白
岩
と
号
¢
ξ
Φ
が
見
ら
れ
る
。
仙
Φ
ω
も
鑓
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
教
会
の

財
産
管
理
や
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
の
管
理
に
た
ず
さ
わ
り
、
ω
毛
臼
。
o
日
昆
ω
銘
良
ω
は
、
遺
産
と
し
て
市
民
か
ら
預
け
ら
れ
た
財
産
・
地
所
の

管
理
に
た
ず
さ
わ
る
。
ω
巷
2
0
0
欝
巨
ω
器
践
ω
の
う
ち
鳥
①
。
葺
餌
は
大
運
河
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
側
q
Φ
巳
什
鑓
は
反
対
側
の
財
産
の
管
理
に

当
た
っ
た
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
関
係
の
古
文
書
の
分
類
項
目
に
も
、
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
；
二
九
年

の
定
員
増
加
は
、
ω
巷
㊤
8
白
雪
ω
重
富
ω
の
仕
事
が
忙
し
い
た
め
行
わ
れ
た
。
現
在
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
古
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
も
、
α
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ω
毛
鋸
の
も
の
よ
り
G
。
唇
㊤
8
ヨ
邑
ω
銘
蝕
ω
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
遺
言
執
行
人
の
仕
事
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
中
で
如
何
に
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
仕
事
の
増
加
に
伴
い
、
集
金
人
や
公
証
人
、
法
律
家
な
ど
様
々
な
職
員
も
雇
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⑤

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
六
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
法
令
集
の
コ
ピ
ー
に
よ
る
と
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
火
・
木
・
土
に
出
勤
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
役
職
に
選
出
さ
れ
た
人
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
に
仕
事
場
と
住
居
を
供
給
さ
れ
た
。

　
人
数
の
変
遷
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
仕
事
及
び
権
限
が
大
き
く
拡
大
し
た
の
は
～
三
世
紀
で
あ
る
。
ま
ず
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
教
会

へ
の
寄
進
物
の
管
理
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
コ
ム
ー
ネ
の
財
政
と
つ
な
が
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
断
片
的
に
残
さ
れ
て
い
る
＝
二
世
紀
の

小
議
会
決
議
集
な
ど
を
見
る
と
、
コ
ム
ー
ネ
が
配
布
す
る
武
器
・
コ
ム
ー
ネ
が
徴
収
し
た
罰
金
や
没
収
し
た
財
産
・
イ
ス
ラ
ム
船
か
ら
の
戦
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

品
を
一
時
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
＝
二
世
紀
後
半
か
ら
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
発
行
の
強
制
公
債
と
も
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
少
し
強
制
公
債
に
つ
い
て
の
説
明
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
強
制
公
債
は
、
関
税
に
よ
る
通
常
収
入
を
補
う
形
で
、
臨
時
に
多
額
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

出
が
必
要
な
と
き
、
そ
の
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
も
つ
ば
ら
使
わ
れ
た
手
段
で
あ
る
。
＝
一
世
紀
か
ら
す
で
に
、
市
民
が
コ
ム
ー
ネ
の
必
要

に
こ
た
え
て
資
金
を
貸
し
た
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
市
民
の
自
発
的
な
貸
し
付
け
が
強
制
公
債
の
起
源
だ
と
思
わ
れ
る
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経
済
史
、
財
政
史
の
権
威
で
あ
る
チ
ェ
ッ
シ
や
ル
ッ
ツ
ァ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
一
二
〇
七
年
五
月
の
史
料
は
、
す
で
に
、
貸
し
付

け
が
自
発
的
な
も
の
か
ら
強
制
的
な
も
の
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
元
首
が
、
「
コ
ム
ー
ネ
に
貸
し
付
け
を
行
っ

た
人
々
は
リ
ア
ル
ト
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経
済
の
中
心
地
）
の
収
入
や
関
税
か
ら
貸
し
付
け
金
の
返
済
が
受
け
ら
れ
る
」
と
通
達
し
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
れ
ば
人
々
は
自
発
的
な
額
で
は
な
く
、
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
お
そ
ら
く
財
産
に
対
す
る
割
合
）
と
い
う
よ
う
に
、
割
り
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
ら
れ
た
額
を
貸
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
債
権
者
の
名
前
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
台
帳
に
記
さ
れ
る
」
と
い
う
文
章
も
見
え
、
サ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

マ
ル
コ
財
務
官
が
か
な
り
早
期
か
ら
コ
ム
ー
ネ
の
財
政
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
＝
一
二
四
年
に
は
、
公
債
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

専
門
に
扱
う
独
立
し
た
役
人
の
存
在
が
観
察
で
き
な
い
こ
と
、
一
二
五
二
年
に
は
、
公
債
判
事
冒
岳
8
ω
諺
鷺
Φ
ω
聾
。
崔
ヨ
と
い
う
役
職
名
が

　
　
　
　
　
⑬

登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
債
を
専
門
に
扱
う
役
所
は
、
　
～
二
二
四
年
か
ら
一
二
五
二
年
の
間
に
設
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
＝
一
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年
に
は
、
公
債
を
課
す
目
的
で
世
襲
財
産
の
評
価
が
行
わ
れ
、
一
二
六
二
年
に
は
利
息
支
払
い
の
方
法
と
利
率
が
大
議
会
で
定
め
ら
れ
た
。
さ

40　（690）

●



ら
に
、
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
の
い
く
つ
か
の
法
令
を
見
る
と
、
公
債
収
入
の
多
い
時
期
に
は
そ
の
一
部
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
預

け
ら
れ
、
利
子
の
支
払
い
に
当
て
ら
れ
た
こ
と
、
反
対
に
財
政
難
の
時
期
に
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
に
公
債
を
買
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
預
か
っ
て
い
る
遺
産
か
ら
コ
ム
ー
ネ
の
支
出
が
補
わ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
　
四
世
紀
ま
で
に
、

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
コ
ム
ー
ネ
の
財
政
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
二
）
　
市
民
生
活
と
の
か
か
わ
り

サン・マルコ財務官と中世ヴェネツィア都市民（高田）

　
で
は
、
肝
心
の
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
機
能
は
い
つ
発
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
＝
二
世
紀
の
法
令
を
検
討
す
る
と
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官

が
徐
々
に
市
民
の
生
活
、
特
に
そ
の
家
産
管
理
に
関
与
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
一
二
二
六
年
、
不
動
産
売
買
に
関
す
る
次
の
三

点
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
職
務
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
今
後
全
て
の
売
却
証
書
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
手
に
保
管
さ

れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
「
不
動
産
の
購
入
希
望
者
か
ら
判
事
が
受
け
取
る
手
付
け
金

は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
」
こ
と
、
「
嫁
資
の
担
保
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
不
動
産
が
売
却
さ
れ
る
場
合
、
判
事

は
女
性
に
嫁
資
の
額
を
尋
ね
、
売
却
代
金
の
う
ち
嫁
資
に
相
当
す
る
金
額
を
彼
女
の
名
義
で
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
預
け
ね
ば
な
ら
な
い
」

　
　
　
噂
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
二
四
二
年
に
整
備
さ
れ
た
法
令
集
成
に
も
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
。

　
次
に
、
遺
産
管
理
、
未
成
年
の
後
見
人
と
し
て
の
発
達
が
あ
る
。
す
で
に
一
二
〇
五
年
の
法
修
正
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
以
外
で
無
遺
言
で
死

ん
だ
市
民
の
遺
産
回
収
に
、
こ
の
役
所
が
か
か
わ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
故
人
の
債
権
者
は
相
続
人
に
自
分
が
死
者
に
貸

し
た
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
相
続
人
が
未
成
年
で
、
か
つ
回
収
さ
れ
た
遺
産
が
負
債
を
支
払
う
の
に
不
十
分
で
債
権
者
を
満
足
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

せ
ら
れ
な
い
場
合
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
相
続
人
が
成
人
す
る
ま
で
遺
産
を
預
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
二
年
法
で
は
、
「
無
遺
言
で

死
ん
だ
人
の
子
供
が
未
成
年
の
場
合
、
親
族
が
後
見
人
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
見
人
が
作
成
す
べ
き
財
産
騒
録
の
写
し
が
サ
ン
・
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ル
コ
財
務
宮
に
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
が
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。
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こ
れ
ら
の
法
令
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
教
会
財
産
に
限
ら
な
い
各
種
財
産
の
管
理
に
権
限
を
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
し

か
し
、
こ
の
役
所
と
遺
言
執
行
人
機
能
の
関
係
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
。
最
初
に
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
＝
一
四
九
年
の
大
議
会
決
議

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
遺
言
執
行
人
と
し
て
預
か
っ
て
い
る
財
産
の
収
入
、
支
出
を
毎
年
決
算
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
」
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
遺
言
執
行
人
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
こ
の
決
議
に
は
、
「
利
益
を
生
じ
る
た
め
に
預
け
ら
れ
た
ρ
器
Φ
毎
心
象
巨
ω
器
琶
一
ま
穏
き
連
日
」
と
言
う
文
言
も
見
え
る
。
サ

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
投
資
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
、
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
は
っ
き
り
と
両
者
の
つ
な
が
り
が
明
言
さ
れ

た
の
が
」
二
七
〇
年
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
今
後
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
元
首
あ
る
い
は
裁
判
嘗
の
命
令
に
よ
り
、
全
て
の
未
成
年
と

精
神
薄
弱
者
の
後
見
人
と
し
て
彼
ら
の
財
産
管
理
や
法
廷
で
の
援
助
…
…
を
行
う
こ
と
、
ま
た
元
首
と
判
事
に
指
示
さ
れ
た
全
て
の
遺
言
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

｛
霞
巳
8
冨
ω
と
し
て
遺
産
分
配
…
…
を
行
う
こ
と
」
が
大
議
会
で
決
議
さ
れ
、
さ
ら
に
住
民
集
会
で
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
｛
賛
巳
8
お
ω
と

は
遺
雪
q
執
行
人
が
死
亡
な
ど
に
よ
り
そ
の
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
後
を
受
け
継
ぐ
人
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
必
ず
し
も
遺
言

執
行
人
と
同
義
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
の
職
務
の
引
き
継
ぎ
を
義
務
化
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
法
令
は
制
度
上
の
一
つ
の
重
要
な

画
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
頃
に
は
多
く
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

指
名
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
こ
う
し
て
集
ま
っ
た
遺
産
を
さ
ま
ざ
ま
に
運
用
し
て
い
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、

　
　
　
　
　
　
⑬

次
の
二
つ
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
残
さ
れ
た
親
族
に
生
活
費
を
供
給
す
る
た
め
、
遺
産
を
投
資
す
る
活
動
で
あ
る
。
投
資
先
は
政
府
公
債
や
リ
ア
ル
ト
の
商
工
業
者

が
最
も
一
般
的
で
、
遺
言
者
の
指
示
が
あ
れ
ば
商
品
や
不
動
産
に
投
資
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
第
二
は
、
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
た
個
人
の
不
動

産
を
管
理
し
、
そ
の
収
入
か
ら
「
永
遠
」
に
喜
捨
や
慈
善
を
行
う
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
区
教
会
や
各
種
修
道
院
、
信
者
会
、
病
院
、
街

区
の
貧
者
な
ど
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
遺
言
者
か
ら
指
示
が
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
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こ
の
目
的
の
た
め
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
託
さ
れ
た
不
動
産
は
か
な
り
あ
っ
た
ら
し
く
、
＝
二
三
三
年
に
は
「
永
遠
の
喜
捨
」
を
無
効
と

す
る
法
令
が
通
過
し
て
い
る
。
市
内
の
不
動
産
は
最
大
一
〇
年
し
か
宗
教
目
的
の
た
め
に
遺
す
こ
と
が
で
き
ず
、
期
限
経
過
後
そ
れ
ら
は
売
却

す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
現
在
残
っ
て
い
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
の
帳
簿
の
中
に
は
、
何
世
紀
に
も
渡
っ
て
家
賃
の
管
理
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
記
録
も
残
っ
て
お
り
、
全
て
の
不
動
産
が
売
却
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
ま
た
売
却
に
よ
る
収
益
を
も
と
に
基
金
を
作
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

を
公
債
に
投
資
す
る
な
ど
し
て
、
喜
捨
や
慈
善
、
親
族
の
た
め
の
生
活
費
に
当
て
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
喜
捨
や
慈
善
を
受
け
る
側

と
す
れ
ば
、
不
動
産
に
基
づ
く
「
永
遠
の
喜
捨
」
と
大
差
な
い
と
奮
え
よ
う
。

　
ミ
ュ
ラ
ー
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経
済
に
占
め
た
割
合
を
推
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
市
民

の
個
人
的
資
産
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
媒
介
と
し
て
、
都
市
内
の
慈
善
活
動
、
中
小
商
工
業
者
へ
の
融
資
、
政
府
公
債
へ
の
投
資
に
使
用

さ
れ
る
意
義
は
強
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
公
共
福
祉
や
徴
税
に
関
わ
る
活
動
は
、
い
ず
れ
も
中
世
後
期
に
「
市
民
生
活
に
か
か
わ
る
都
市
自

治
」
の
一
側
面
と
し
て
重
要
な
発
達
を
見
る
要
素
で
あ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
未
分
化
か
つ
先
駆
的
な
形
態
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の

活
動
の
一
部
を
受
け
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
支
え
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
市
毘
が
託
し
た
遺

産
で
あ
っ
た
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
業
務
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
遺
言
執
行
人
の
機
能
に
注
目
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
都
市
自
治

を
支
え
る
諸
制
度
」
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
有
効
性
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
い
つ
頃
か
ら
遺
言
執
行
人
の
役
割
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し

て
、
投
資
活
動
や
永
遠
の
喜
捨
の
た
め
の
不
動
産
管
理
は
、
い
っ
か
ら
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
富
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
＝
二
世
紀
の
間
に
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
言
書
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
彼
ら
に
与
え
て
い
っ
た
の
か

調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
　
ニ
ニ
五
年
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
名
指
し
て
い
る
遺
言
書
が
存
在

　
　
　
　
　
　
⑱

す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
年
の
小
議
会
決
議
の
中
に
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
遺
言
書
の
問
題
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る

　
　
　
　
⑳

も
の
も
あ
る
。
以
下
、
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
上
記
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。
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サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
帳
簿
に
は
、
こ
の
帳
簿
を
つ
け
始
め
た
役
入
の
名
が

　
記
し
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
遣
言
書
の
中
に
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の

　
名
前
を
記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

③
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ω
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ω
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覧
室
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目
録
に
よ
る
。

⑤
そ
れ
に
伴
い
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
は
次
第
に
実
務
か
ら
遠
の
き
、
実
際
に

　
仕
事
を
す
る
職
員
の
管
理
者
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
～
六
世
紀
に
な
る

　
と
～
種
の
名
誉
職
の
よ
う
に
な
る
。

⑥
筆
者
は
　
五
六
四
年
の
写
本
を
参
照
し
た
。
》
ω
＜
り
㍗
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ミ
ミ
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顕
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ミ
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①
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詳
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げ
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ω
心
①
．
．
．
O
世
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ド
お
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り
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国
や
①
．

⑦
以
上
の
記
述
は
主
に
、
即
ρ
銀
器
頴
斜
．
．
日
偏
勺
δ
2
韓
。
嵩
。
｛
ω
雪
竃
帥
『
，

　
O
O
．
、
も
喝
．
一
〇
〇
顎
這
ω
．
に
よ
る
。

⑧
鵠
N
§
こ
§
§
跨
ミ
な
§
§
黛
孟
母
§
義
。
β
欝
無
即
㍗
＆
①
融
く
Φ
器
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鉱
欝
一
〇
◎
刈
b
」
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で
．
蒔
刈
（
口
．
ド
G
◎
刈
）
讐
℃
．
刈
α
（
p
N
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◎
ご
リ
マ
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◎
一
（
罫
ω
O
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）
り
唱
．
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鱒
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（
戸
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。
。
y
℃
」
し
。
。
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（
p
綬
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y
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濁
。
げ
Φ
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卜
鴨
§
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書
建
鳶
鷺
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譜
§
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黄
貯
博
耀
く
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ピ
ト
σ
讐
℃
・
刈
N
曽
く
。
ド
ω
留
℃
．
一
メ
b
乳
田
富
ミ
獣
。
、
雪
辱
N
惹
。
、
Ω
9
誠
蒔
欺
♪

　
＜
o
「
ト
つ
り
O
．
一
駆
G
Q
一
ρ
い
¢
N
N
践
8
り
N
㌧
、
題
ミ
軌
寒
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貯
尋
緊
ま
識
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粟
国
貸
象

　
着
賊
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。
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き
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亀
さ
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§
鈍
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脚
α
o
く
P
一
⑩
ト
っ
P
℃
9
一
〇
①
（
儒
o
o
・

　
冨
ω
y
な
ど
。
例
え
ば
、
謡
N
尊
ミ
8
ミ
§
勘
、
一
二
二
八
年
六
月
の
六
二
〇
番
決

　
議
に
は
、
元
首
の
命
に
よ
り
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
、
O
匿
屋
。
の
ポ
デ
ス
タ

　
に
盾
二
〇
、
兜
二
九
、
胸
あ
て
四
、
胴
巻
き
一
、
槍
二
五
を
渡
し
た
こ
と
が
記
さ

　
れ
て
い
る
。

⑨
公
債
に
つ
い
て
は
、
の
咀
ピ
自
N
鋒
ρ
自
譜
寒
。
醤
ぴ
ぴ
勘
8
誉
§
沁
昏
S
婁
ミ
ミ

　
奪
総
軍
ζ
出
帥
目
ρ
一
Φ
①
ω
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冠
①
日
響
N
》
墓
職
職
魯
N
貯
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魯
疑
腎
ミ
賊
§
ミ
ぎ
器
鷺
．

⑩
ρ
定
N
N
聾
ρ
喬
寒
い
§
特
さ
ぴ
N
§
も
」
O
…
”
．
O
①
ω
。
。
曇
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軌
建
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§
勘
ミ
貯

　
沁
愚
S
ミ
帖
§
ミ
ぎ
震
昼
く
。
ド
一
曽
酔
。
日
。
一
”
＜
Φ
器
臥
ρ
一
Φ
誌
り
唱
℃
．
邸
？
卜
。
①
（
伽
o
ρ

　
Φ
y
完
全
な
史
料
の
写
し
は
、
O
．
ぴ
自
N
印
g
P
N
㌣
ミ
ミ
も
唱
．
卜
。
￥
卜
。
P
仙
o
P
刈
．

⑪
た
だ
し
、
チ
エ
ッ
シ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
史
料
は
強
制
公
債
に
つ
い
て
会
計
局
が

　
ま
と
め
た
～
五
世
紀
の
コ
ピ
ー
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
。

⑫
コ
ム
ー
ネ
に
貸
し
付
け
を
行
っ
た
人
に
、
塩
税
か
ら
の
収
入
を
与
え
る
役
目
が
、

　
会
計
官
＄
ヨ
巴
撃
σ
q
一
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
O
庭
面
し
口
§
藍
ぴ
q
§
偽
ミ
登
℃
・

　
ω
O
（
島
o
o
．
一
α
）
．

⑬
P
冒
N
N
舞
ρ
な
、
鳴
総
覚
薯
．
G
。
ゲ
認
（
畠
。
。
」
O
）
．

⑭
即
○
Φ
切
ω
卸
寒
§
ミ
と
を
§
免
譜
ミ
§
馬
ミ
匿
誉
ミ
落
§
翁
§
ご
鳶
ミ
§

　
℃
p
α
o
＜
ρ
6
門
先
ワ
刈
（
匹
o
o
．
一
）
．

⑮
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
”
．
0
．
量
器
濠
が
、
．
↓
訂
℃
δ
。
農
障
。
嵩
。
｛
ω
琶

　
竃
碧
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．
、
り
唱
マ
ト
⊃
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軸
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〇
．

⑯
．
．
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財
器
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嵩
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艮
巴
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巴
郎
島
．
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雷

　
①
即
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住
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厳
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ミ
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．
押
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．
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蔭
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研
（
o
騨
悔
．
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鶏
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ミ
ご
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器
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凡
ミ
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愚
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§
籍
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め
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。
臓
§
馬
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自
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即
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し
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ω
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く
Φ
器
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昼
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⑩
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葭
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℃
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℃
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．
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．
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心
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ト
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⑲
O
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二
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ミ
ご
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執
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。
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§
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や
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．
ρ
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ζ
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山
①
げ
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器
ヨ
。
旨
駄
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史
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に
あ
り
、
史
料
も
　
二
八
○
年
代
以
降
が
中
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い
で
あ
る
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⑳
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法
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遡
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と
は
な
か
っ
た
。
幻
．
○
．
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ω
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⑩
α
．
筆
者
が
参
照
し
た
史
料
の
中
に

　
は
、
遺
産
管
理
の
帳
簿
が
一
六
、
七
世
紀
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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①

　
　
一
般
に
イ
タ
リ
ア
や
心
仏
で
は
、
一
着
ー
；
一
世
紀
の
間
に
遺
言
書
の
慣
習
が
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
中
世
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

罠
の
生
活
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
う
か
が
い
知
る
た
め
の
重
要
な
社
会
史
的
史
料
と
し
て
遺
言
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
都
市
コ

ム
！
ネ
に
か
な
り
一
般
化
し
た
制
度
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
元
首
な
ど
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、

～
二
世
紀
頃
か
ら
い
く
つ
か
簡
単
な
形
式
の
遺
言
書
が
残
る
よ
う
に
な
っ
た
。
＝
二
世
紀
の
あ
い
だ
に
徐
々
に
残
存
数
が
増
し
、
同
世
紀
後
半

に
は
、
お
そ
ら
く
か
な
り
の
数
の
遺
言
書
が
書
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
ど
の
程
度
の
人
が
遺
言
書
を
書
い
た
か
、
ま
た
、
書
か
れ
た
遺
言
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表1　Testamenti　delle　donneに刊行された女性の遺言書の数

　　　（総計31通、うち23通がPSM以外から収集）

年代 1206－10 1211－20 1221－30 1231－40 1241－50

数 2 6 4 9 10

表2　Doo翻8漉嗣‘伽鎚8πゴ。，　Nuovi　deCttmentiに刊行された男性の遺言書の数

　　　（総計13通、全てPSM以外）

年代 1151－1199　1200－1249

数 4　　　9（1）

（）の中の数字はサン・マルコ財務官を遺言執行人に指定してるもの

表3　ASV，　Cancelleria　infen’ore，　Notai，　b．85，　b，138に含まれる遺言書の数（総計22通）

年代 1221－49　　1250－59　　1260－69　　1270－79

男性 3　　2（1）　　5　　　2
数

女性 0　　　2　　3（1）　　5

（）の中の数字はサン・マルコ財務官を遺言執行入に指定してるもの

表4　AsPettt’　della　soCietd　vene2ianaに刊行された37通の遣言書（1285－99年）の出典の内訳

出典 Ca丑el豆er玉a　iRfeiore，　notai Procuratori　di　S．　Marco

男性 16（2） 12（12）

数
女性 7（3） 2（2）

（）の中の数字はサン・マルコ財務官を遺言執行人に指定してるもの

書
の
う
ち
、
ど
れ
ほ
ど
が
我
々
の
手
元
に
史
料
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
る
か
、
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
法
令
で
遺
言
書
の
優
先
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
や
、
職
人
の
遺
言
書
も
時
に
残
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
＝
二
世
紀
中
に
は
多
く
の
人
が
遺
雷
書
の
作
成

を
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
　
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
作

成
し
た
遺
言
書
の
記
録
を
提
出
す
る
こ
と
が
公
証
人
に

義
務
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
＝
二
〇
一
1
；
一
二
五
年
で

三
〇
〇
〇
を
越
え
る
遺
言
書
が
書
か
れ
た
と
概
算
で
き

⑤る
。
こ
れ
は
、
筆
者
が
参
照
し
た
遺
言
書
や
そ
の
他
目

録
か
ら
推
定
可
能
な
＝
二
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
の
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

言
書
数
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
＝
二

世
紀
は
、
遺
一
丁
書
の
習
慣
の
普
及
率
に
比
べ
残
存
率
が

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
本

稿
で
は
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官

の
発
展
を
見
る
た
め
に
遺
言
書
史
料
を
用
い
る
の
で
、

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
関
わ
り
な
い
遺
言
書
の
残
存

率
は
そ
れ
程
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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サン・マルコ財務官と中世ヴェネッィア都市民（高田）

　
筆
者
が
検
討
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
古
文
書
館
の
勺
δ
。
三
無
。
南
岳
ω
き
ζ
費
。
o
（
以
下
℃
ω
鼠
と
略
）
と
い
う
史
料
分
類
単
位
に
保
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
て
い
る
一
二
〇
〇
年
代
の
遺
言
書
で
あ
る
。
＝
二
世
紀
の
遺
言
書
は
、
こ
の
勺
ω
ζ
の
他
、
○
き
8
一
一
①
H
ご
一
口
｛
Φ
践
。
お
累
9
蝕
（
下
位
書
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒

局
、
公
証
人
）
や
公
証
人
関
係
文
書
や
聖
職
機
関
な
ど
、
様
々
な
シ
リ
ー
ズ
に
分
か
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
調
査
は
不
可
能

で
あ
る
た
め
、
℃
ω
窯
を
選
ん
だ
。
理
由
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
関
係
の
史
料
を
集
め
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
、

従
っ
て
帳
簿
や
遺
言
書
の
写
し
、
裁
判
記
録
な
ど
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
遺
言
執
行
人
と
し
て
保
持
し
て
い
た
文
書
を
網
羅
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
る
。
遺
一
蕎
執
行
人
関
係
の
文
書
は
8
白
巳
ω
釜
H
ご
と
呼
ば
れ
、
℃
ω
ζ
の
史
料
群
の
大
半
を
占
め
る
。

　
℃
ω
《
の
8
白
蔓
ω
鑓
匿
に
含
ま
れ
る
遺
言
書
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
他
の
シ
リ
ー
ズ
と
の
簡
単
な
比
較
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
み
た
（
全
一
、
二
、
三
、
四
）
。
表
一
は
、
現
存
す
る
＝
二
世
紀
前
半
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
女
性
の
遺
言
書
全
て
を
刊
行
し
た
論
文
か
ら
、
遺
言

書
の
数
を
年
代
別
に
数
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
勺
ω
ζ
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
シ
リ
ー
ズ
か
ら
史
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
サ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
三
口
執
行
人
に
指
定
し
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
見
ら
れ
な
い
。
た
い
て
い
は
、
配
偶
者
、
子
供
、
父
母
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
近

親
が
遺
言
執
行
人
と
し
て
登
場
す
る
。
と
き
に
は
、
教
区
司
祭
や
友
人
も
指
名
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
遺
言
執
行
人
と
し
て
は
き
わ
め
て
一
般
的

な
人
物
で
、
男
性
の
遺
言
書
や
＝
二
世
紀
後
半
以
降
の
遺
一
欝
書
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
人
々
で
あ
る
。
ま
た
＝
二
世
紀
初
頭
は
遺
言
書
の
三

聖
俸
少
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
ろ
乞
表
二
で
は
・
；
～
世
紀
前
半
ま
で
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
粟
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
二
つ
の
刊
行
史
椥

に
含
ま
れ
る
遺
言
書
数
を
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
は
全
て
男
性
の
遺
言
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
修
道
院
関
係
を
中
心
に
℃
ω
冨
以
外
の
シ
リ
ー
ズ
か

ら
史
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
に
指
定
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。
表
三
は

℃
ω
ζ
と
並
ん
で
遣
言
書
を
多
く
含
む
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
、
○
き
8
一
一
9
鋭
沫
巴
。
昼
累
。
富
一
か
ら
二
箱
を
抽
出
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
遺

言
書
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
公
証
人
の
名
前
順
に
史
料
が
集
め
ら
れ
、
し
か
も
大
部
で
あ
る
の
で
、
目
録
か
ら
＝
二
世
紀

の
史
料
を
多
く
含
む
こ
と
が
わ
か
る
箱
の
う
ち
、
二
つ
を
選
ぶ
と
い
う
方
策
を
採
っ
た
。
や
は
り
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
に
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

要
し
て
い
る
人
は
、
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。
表
四
は
＝
一
八
五
－
九
九
年
の
三
七
通
の
遺
言
書
を
刊
行
し
た
論
文
よ
り
作
成
し
た
。
こ
の
三
七
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表5　ASV，　Procuratori　di　San　Marco（commissaria）に含まれている13世紀の遺言轡

年代 一1229 1230－9 1240－9 1250－9 1260－9 1270－9 1280－9 1290－99 総数

男性の遺嘗書 4（1） 5（2） 4 ユ0（6） 17（11） 22（18） 37（32） 28（21） 127（91）

女性の遺醤書 3 5（1） 2（1） 7（2） 13（7） 6（4） 5（5） 10（7） 51（27）

言’1’

7（1） 10（3） 6（1） 17（8） 30（18） 28（22） 42（37） 38（28） 178（118）

（）の中の数字はサン・マルコ財務官を遺言執行人に指定してるもの

表6　ASV，　Procui・atori　di　San　Marco（commissaria）に含まれている13世紀の遺言書の内容について

年代 一1229 1230－9　1240－9 1250－9 1260－9 ユ270－9 1280－9 1290－99

永遠の喜捨を命じたもの 0 0　　　　0 8（6） 8（6） 14（13） 7（7） 10（8）

動塵の投資を命じたもの 0 1　　　0 1 7（4） 5（4） 15（14） 10（9）

（）の申の数字はこれらの仕事をサン・マルコ財務官に委ねているもの

通
は
○
留
。
亀
禽
自
画
｛
Φ
ほ
。
お
り
累
9
蝕
と
勺
ω
竃
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
抽
出
さ
れ
て
い

る
が
、
シ
リ
ー
ズ
別
に
遺
言
書
の
総
数
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
雷
執
行
人
に
指
定
し

て
い
る
件
数
を
数
え
た
。
勺
ω
冨
で
は
ほ
と
ん
ど
の
遺
言
者
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺

言
執
行
人
に
指
定
し
て
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
○
鴛
8
一
一
Φ
H
冨
H
三
Φ
臨
○
お
客
。
什
鉱
で
は
、
一
〇
パ

ー
セ
ン
ト
強
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
確
立

過
程
を
追
う
た
め
に
は
、
℃
ω
ζ
の
遺
言
書
を
調
査
す
る
の
が
も
っ
と
も
有
効
な
の
で
あ
る
。

　
℃
ω
竃
を
選
ん
だ
第
二
の
理
由
は
、
近
年
こ
の
8
日
巨
ω
器
H
鑓
の
目
録
が
整
備
さ
れ
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

歪
な
遺
言
書
の
調
査
が
我
々
の
よ
う
な
研
究
者
に
も
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
勺
ω
ζ

は
千
近
く
の
箱
か
ら
な
る
古
文
書
集
で
あ
る
が
、
山
Φ
巳
霞
ρ
山
①
o
罫
P
巳
仔
馬
（
曾
葺
鑓
と

号
。
葺
餌
か
ら
後
世
集
め
て
整
理
し
な
お
さ
れ
た
も
の
）
に
わ
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
。
o
学

窓
ω
。
。
p
江
9
が
含
ま
れ
て
い
る
。
o
o
日
巳
ω
ω
霞
貯
で
は
、
た
い
て
い
関
係
者
（
主
に
遺
書
者
）

の
名
前
順
に
史
料
が
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
、
従
来
、
年
代
別
の
旧
離
書
調
査
は
ほ
ぼ
不
可

能
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
研
究
が
と
り
わ
け
一
三
世
紀
前
半
の
遺
僻
書
へ
の
雷
及
に
欠
け

て
い
る
の
も
、
こ
の
目
録
が
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
藁
葺
は
筆
者
が
調
査
し
た
遺
言
書
を
年
代
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
遺
言

書
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
帳
簿
に
転
写
さ
れ
て
い
る
遺
言
書

の
コ
ピ
ー
や
抜
き
書
き
も
「
遺
言
書
」
と
し
て
ま
と
め
て
調
査
し
た
。
一
二
九
〇
年
代
に
若

干
減
少
し
て
い
る
が
、
後
は
ほ
ぼ
時
代
と
と
も
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

ま
た
　
三
世
紀
末
は
圧
倒
的
に
男
性
の
遺
言
書
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。
た
だ
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サン・マルコ財務官と中世ヴェネッィァ都市畏（高田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
、
一
四
世
紀
以
降
の
公
証
人
史
料
に
よ
る
と
、
女
性
の
遺
聖
書
の
方
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

格
差
は
勺
ω
ζ
の
史
料
の
偏
り
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
括
弧
の
中
の
数
字
は
、
各
年
代
に
お
い
て
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺

言
執
行
人
に
指
定
し
て
る
件
数
を
示
す
。
一
二
七
〇
年
代
以
降
は
比
率
が
高
く
、
ほ
ぼ
四
分
の
三
ま
た
は
、
そ
れ
以
上
に
達
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
、
＝
二
世
紀
初
頭
で
も
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
蓄
執
行
人
に
指
定
す
る
人
は
確
実
に
存
在
し
、
五
〇
年
代
か
ら
徐
々
に

増
え
六
〇
年
代
で
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
た
。
や
は
り
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
発
展
に
は
、
彼
ら
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名
す

る
市
畏
側
の
動
き
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
表
六
で
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
、
遺
言
執
行
に
お
け
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
重
要
な
機
能
と
し
て
挙
げ
た
、
不
動
産
管
理
に
よ
る
永
遠
の
喜

捨
と
動
産
の
投
資
を
命
じ
て
い
る
遺
賢
書
の
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
年
代
別
に
表
し
た
。
括
弧
の
中
の
数
字
は
、
こ
の
仕
事
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務

官
に
委
ね
て
い
る
遺
言
書
の
数
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ま
ず
、
永
遠
の
喜
捨
は
コ
孟
○
年
代
よ
り
、
動
産
の
投
資
は
＝
一
六
〇
年
代
か
ら
サ

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
仕
事
と
し
て
定
着
し
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
表
五
と
対
照
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
一
二
五
〇
、
六
〇
年
代
の

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
指
名
増
加
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。
や
は
り
、
永
遠
の
喜
捨
と
投
資
は
、
こ
の
役
所
が
遺
言
執
行
人

と
し
て
の
職
務
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
鍵
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
男
性
に
比
べ
て
女
性
の
サ
ン
プ
ル
が
少
な
い
た
め
男
女
の
比
較
は
行
わ
な
か

っ
た
が
、
女
性
も
男
性
と
同
様
、
永
遠
の
喜
捨
や
動
産
の
投
資
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
託
し
て
い
た
。

　
次
章
で
は
、
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
遺
薔
書
の
内
容
を
見
な
が
ら
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
書
行
人
と
し
て
選
択
す
る
市
民
側
の
論
理

と
、
そ
の
社
会
的
背
景
を
考
察
す
る
。

　
①
回
O
プ
藻
9
母
戸
貯
S
ミ
・
ミ
い
ミ
ミ
譜
N
ぎ
魯
ミ
ト
跨
ぎ
§
℃
§
▼
甘
ミ
ミ
畠
こ
匙
　
　
○
§
ぴ
「
戯
鳥
ρ
ζ
器
ω
蓉
ご
ω
ω
⑦
器
鋤
憂
い
。
巳
。
P
ち
。
。
♪
署
高
b
卜
。
．
パ
ド
ヴ
ァ

　
　
ミ
霞
§
§
蕊
簿
、
愈
冒
蹴
嬉
過
量
§
昏
ミ
嶺
嵩
§
§
§
》
鷺
三
間
嵐
題
q
－
q
農
　
　
　
　
　
で
も
；
一
世
紀
に
は
、
高
位
聖
職
者
や
有
力
封
建
貴
族
・
都
市
貴
族
か
ら
｝
般
市

　
　
N
へ
。
。
9
国
。
勇
躍
甲
一
㊤
。
。
ρ
署
．
G
。
O
輩
ω
。
。
．
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
は
一
一
五
五
…
ご
一
五
三
　
　
　
　
　
民
へ
と
遺
言
書
の
賀
慣
が
広
ま
っ
た
。
〉
．
蒙
α
q
。
P
．
6
「
冨
艮
p
ヨ
①
艮
一
噌
①
一
門
。
。
。
圃
①

　
　
年
の
公
読
人
史
料
に
、
す
で
に
六
三
二
通
の
利
用
可
能
な
遺
言
番
が
含
ま
れ
て
い
　
　
　
　
冥
壁
＄
冨
ω
深
目
雷
§
す
ゆ
℃
践
。
く
四
⇒
毘
給
8
罵
×
H
甲
×
H
く
（
冥
ぎ
Φ
H
ざ
興
－

　
　
る
。
ω
．
泥
砂
鰺
9
戸
葦
葬
§
翫
き
黛
§
噛
嵩
隷
§
偽
§
N
O
§
8
置
軌
O
－
爲
U
g
　
　
　
　
O
げ
㊦
）
、
．
り
ぎ
さ
N
§
物
帖
ミ
跨
§
§
譜
ら
§
舜
鴇
§
鷺
§
ミ
ミ
8
ミ
恥
》
嵩
鷺
譜
N
貯
§
誌
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軋
喧
。
鷲
陰
8
墨
入
℃
㊦
崖
α
q
一
騨
お
○
。
切
も
．
愈
．

②
受
注
で
挙
げ
た
文
献
の
他
に
、
ア
レ
ッ
ツ
ォ
、
ア
ッ
シ
ジ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

　
ペ
ル
ー
ジ
ャ
、
ピ
サ
の
＝
二
世
紀
末
か
ら
「
四
二
五
年
に
至
る
計
三
二
二
六
件
の

　
遺
言
書
を
分
析
し
た
、
o
o
．
囚
．
O
o
げ
P
§
侮
O
ミ
h
駄
沁
§
§
腎
ミ
ミ
恥
§
駄
§

　
b
σ
ミ
簿
b
ミ
ミ
貯
肉
§
ミ
捻
§
q
偽
Ω
首
題
§
Q
§
讐
軋
警
手
b
d
巴
瓢
ヨ
。
話
磐
山

　
U
o
巳
。
戸
一
Φ
り
ト
⊃
．
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
遺
言
書
を
用
い
た
心
性
研

　
究
の
限
界
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
∪
■
○
・
自
励
σ
q
冨
ρ
、
．
Q
り
環
ロ
マ

　
ε
鎚
賦
ヨ
｛
賦
霞
Φ
Φ
し
・
凶
も
。
〔
Φ
ヨ
画
注
も
a
自
O
O
①
ω
巴
O
”
Φ
㊦
話
気
欝
同
誌
昌
蝕
総
ω
＄
ヨ
①
ロ
白
鳥
㊦
一
－

　
一
両
砦
。
至
芸
⑦
島
①
＜
鉱
の
、
．
Ψ
◎
N
ミ
譜
、
蔑
翰
ミ
凡
9
・
》
G
。
G
。
し
Φ
刈
①
も
．
O
ミ
．
我
が
国
で
は
、

　
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
遺
言
書
を
分
析
し
た
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
山
辺
規
子
コ

　
ニ
世
紀
中
頃
ジ
エ
ノ
ヴ
ァ
の
遺
琶
書
に
見
る
家
族
」
㎎
西
洋
中
世
の
秩
序
と
多
元

　
性
幅
関
西
中
世
史
研
究
会
編
、
法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
年
、
一
一
三
一
－
二
五
〇

　
頁
、
亀
長
洋
子
噸
中
世
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商
人
の
「
家
」
ー
ア
ル
ベ
ル
ゴ
・
都
市
・

　
商
業
活
動
－
魅
、
刀
水
轡
房
、
一
δ
〇
一
年
、
三
七
四
－
四
〇
〇
頁
（
第
一
六

　
章
）
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
た
い
て
い
家
族
史
・
心
性
史
の
文
脈
で
遺
誉
書

　
を
分
析
し
て
お
り
、
本
稿
の
よ
う
に
都
市
の
行
政
制
度
の
発
展
を
見
る
た
め
遺
香

　
書
史
料
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
。

③
．
．
O
雛
ω
聾
琶
9
＜
臼
象
く
①
鐸
Φ
N
す
帥
馨
巴
9
巴
冨
蕊
．
．
甲
ワ
b
。
器
（
。
巷
．
畠
Y

④
一
二
九
九
年
二
月
一
〇
日
の
靴
屋
ア
ル
マ
ー
ノ
の
遺
醤
書
な
ど
。
彼
は
仕
事
場

　
以
外
に
不
動
産
は
所
有
し
て
お
ら
ず
、
飛
び
抜
け
て
裕
福
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

　
男
＞
H
甑
三
P
出
落
鳴
ミ
魯
N
N
減
給
瓢
馬
ミ
q
§
轟
貯
ミ
魯
N
掌
圧
8
N
o
貸
ミ
簿
貯
紹
ミ

　
c
。
＼
§
§
嵩
§
一
こ
ミ
逡
ミ
翫
応
憩
い
蓮
ミ
鳳
救
8
匹
蝕
ご
g
＄
住
Φ
舅
¢
p
一
く
①
匿
3
傷
①
α
q
臣

　
ω
ε
乱
咲
℃
巴
。
く
効
－
p
四
．
偽
り
刈
⑩
－
切
り
Q
。
ρ
儒
0
9
ら
。
｝
．

⑤
い
．
O
農
N
Φ
舞
、
．
冨
鳥
。
自
①
帥
く
㊦
器
N
貯
昌
包
×
H
＜
ω
㊦
。
9
。
■
¢
ぎ
ω
ε
蝕
。
ω
巳
●

　
訂
一
〇
δ
筏
Φ
ω
自
鑓
冨
＝
ρ
ω
o
o
す
3
Φ
ロ
①
嬬
鋤
鍵
邑
α
q
出
陵
。
、
ド
し
Q
ミ
ミ
§
巨
獣
§
晒
戸
ω
こ

　
ω
伊
一
Φ
㊤
Q
◎
も
』
ρ

⑥
統
計
的
処
理
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
グ
ッ
ゼ
ッ
テ
ィ
の
よ
う
に
推
定
数

　
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
…
○
○
○
は
越
え
な
い
の
で
は
な
い

　
か
と
思
わ
れ
る
。

⑦
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
、
注
で
も
刊
行

　
史
料
の
史
料
ナ
ン
バ
ー
も
し
く
は
頁
を
記
し
た
。

⑧
他
に
は
法
令
集
、
不
動
産
売
却
証
書
な
ど
の
雑
証
書
を
集
め
た
箱
な
ど
が
あ
る
。

⑨
r
N
き
げ
。
巳
甲
誤
§
ミ
§
職
ミ
§
§
恥
織
§
鴨
§
貸
ト
。
8
心
頴
£
ひ
琶
山
一

　
冒
頭
①
国
氏
⑦
自
、
α
巳
く
Φ
虜
諌
南
国
①
σ
q
賦
ω
言
黛
氏
一
同
固
飢
。
＜
P
穿
四
高
Φ
O
呼
H
Φ
Φ
ω
．
　
マ
ニ

　
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
転
写
と
そ
の
内
容
及
び
全
体
の
概
要
紹
介
を
主
と
す
る
論
文
で

　
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
鳴
．
〉
＆
運
び
、
以
下
引
用
す
る
寓
．
O
．
b
d
亀
簿
。
の

　
論
文
も
同
じ
。

⑩
ぎ
ミ
ミ
亀
ミ
象
昌
さ
§
”
仙
Φ
9
帥
鎚
に
は
霧
3
ヨ
①
黙
と
い
う
シ
リ
ー
ズ

　
が
別
に
あ
り
、
8
ヨ
巨
。
。
し
・
帥
「
貯
に
含
ま
れ
な
い
（
つ
ま
り
、
帳
簿
や
関
係
史
料
を

　
伴
わ
な
い
）
遺
言
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
転
写
さ
れ
て
い
る

　
℃
ω
ζ
の
遣
言
書
は
た
い
て
い
、
8
ω
寅
ヨ
魯
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は

　
完
全
な
遺
書
書
の
み
転
写
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
が
参
照
し
た
よ
う
な
℃
ω
ζ
の

　
帳
簿
の
中
の
遺
言
書
の
抜
き
書
き
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
冠
ω
3
B
Φ
p
島
の
遺
言
書

　
に
つ
い
て
は
、
一
二
六
〇
年
代
ま
で
は
網
羅
的
に
調
査
し
た
が
（
8
ヨ
鼠
ω
器
「
鈷

　
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
ほ
ど
、
数
は
多
く
な
い
。
ま
た
重
複
し
て
い
る
も
の
も
あ

　
る
）
、
℃
ω
ζ
を
遺
言
執
行
人
に
指
定
し
て
い
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、

　
調
査
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
。

⑪
b
。
§
、
§
8
ミ
8
§
§
ミ
。
q
§
器
§
。
謹
二
§
雪
覆
－
資
鋤
。
・
鑓
象
即

　
竃
。
δ
N
N
o
山
Φ
鷺
四
海
0
8
讐
〉
．
い
。
ヨ
訂
己
ρ
卜
⊃
＜
9
ω
．
海
。
目
甲
↓
o
ユ
8
甲
一
逡
9

　
さ
O
鼠
§
§
ミ
§
翫
譜
N
8
ミ
§
鴨
鳶
ご
e
馬
嵩
ミ
O
懸
爪
亀
9
房
戸
慈

⑫
閨
■
〉
邑
巴
p
』
督
ミ
譜
§
隔
。
翫
§
喫
§
ミ
§
鳥
ミ
N
ミ
§
§

⑬
甲
鋸
昏
賀
。
江
ω
ε
尽
》
四
建
§
馬
§
♪
ぎ
§
§
ヨ
ミ
蟄
轟
さ
、
§
ミ
吻
琳
帖
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肴
。
ミ
ミ
鋳
鷲
識
£
ω
り
蒔
＼
一
－
o
G
い
等
。
鍵
ミ
8
識
ミ
象
醤
さ
、
ミ
b
馬
織
馬
ミ
鳶
。
ミ
ミ
騎
－

　
旨
識
§
ω
り
窃
＼
H
，
ρ
㍗
o
襲
鳶
8
識
ミ
象
爲
§
、
舞
b
恥
里
馬
ミ
肴
。
ミ
§
鍍
鶏
蔦
£

　
ω
⑩
①
＼
一
一
一
ト
。
．

⑭
い
2
N
N
①
芦
、
日
Φ
自
。
弓
①
⇔
＜
Φ
器
N
冨
雪
雲
×
H
＜
ω
①
8
8
、
．
も
』
ド

⑮
ま
ず
、
比
較
的
中
上
層
の
入
間
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

　
男
性
は
妻
の
再
婚
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
配
偶
者
が
い
て
も
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務

　
官
を
指
名
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
女
性
で
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
指
名

　
す
る
人
は
寡
婦
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

第
三
章
　
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
職
務
の
拡
大

（一

j
　
遣
書
執
行
人
機
能
の
萌
芽
l
l
I
＝
二
世
紀
前
半
i

サン・マルコ財務官と中世ヴェネッィア都市民（高田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
…
三
世
紀
前
半
の
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

論
を
述
べ
る
に
留
め
た
い
。
こ
の
時
代
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
書
行
人
と
し
て
指
名
し
て
い
る
遺
書
書
は
四
通
の
み
で
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
に
、
遺
言
執
行
人
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
指
名
し
て
い
な
い
が
、
彼
ら
に
不
動
産
売
却
を
委
ね
た
遺
言
書
一
通
、
刊
行
史
料
と
し
て
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

照
可
能
な
遺
言
書
で
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
言
及
し
て
い
る
も
の
二
通
を
加
え
て
検
討
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、
二
二
世
紀
前
半
に
お
い
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
外
で
な
く
な
っ
た
人
の
遺
産
処
理
、
不
動
産
売
却
、
教
会
関
係

の
財
産
管
理
の
た
め
に
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
教
会
財
産
の
管
理
と
い
う
も
と
も
と
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官

の
仕
事
や
、
一
三
世
紀
初
期
の
法
令
で
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
委
ね
ら
れ
た
仕
事
を
少
し
拡
大
し
た
よ
う
な
範
囲
の
仕
事
で
あ
る
。
一
章
で

み
た
よ
う
に
、
海
外
で
無
遺
言
で
死
ん
だ
人
の
遺
産
回
収
や
不
動
産
売
買
の
証
書
・
手
付
け
金
の
管
理
な
ど
が
、
法
令
に
よ
っ
て
サ
ン
・
マ
ル

コ
財
務
官
に
託
さ
れ
て
い
た
。
市
民
は
、
も
と
も
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
法
令
で
請
け
負
わ
さ
れ
て
い
た
仕
事
と
関
係
の
あ
る
範
囲
で
、

遺
産
処
理
を
頼
み
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
市
民
に
よ
る
こ
う
し
た
自
発
的
な
サ
ン
・
マ

ル
コ
財
務
官
の
利
用
は
、
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
の
機
能
拡
大
に
か
な
り
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
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（
二
）
　
永
遠
の
喜
捨
一
【
二
五
〇
年
代
一

　
一
二
五
〇
年
代
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名
す
る
遺
言
書
は
、
八
通
に
増
加
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
彼
ら
に
依
頼

さ
れ
る
仕
事
の
ほ
と
ん
ど
が
「
永
遠
の
喜
捨
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
以
外
、
教
区
司
祭
や
修
道
院
長
に
こ
の
仕
事
が
託

さ
れ
る
場
合
も
、
僅
か
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
役
職
と
「
永

遠
の
喜
捨
」
の
関
係
、
さ
ら
に
「
永
遠
の
喜
捨
」
登
場
の
社
会
的
背
景
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
；
一
世
紀
前
半
の
遺
一
欝
書
で
は
、
宗
教
団
体
に
喜
捨
す
る
場
合
、
不
動
産
そ
の
も
の
を
与
え
る
か
お
金
を
残
す
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
回

き
り
の
喜
捨
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
頃
か
ら
不
動
産
は
遺
言
執
行
人
が
管
理
し
て
、
そ
の
賃
貸
料
の
収
入
か
ら
毎
年
喜
捨
し

続
け
る
と
い
う
方
法
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
「
永
遠
の
喜
捨
」
で
、
た
い
て
い
の
場
合
マ
水
田
に
ぎ
℃
Φ
汐
干
蒙
ヨ
」
と
い
う
文
句
が
添
え
ら

れ
た
。
最
初
に
こ
の
兆
候
を
示
す
の
は
後
で
触
れ
る
＝
一
五
三
年
の
マ
ル
コ
・
ツ
イ
ア
ー
こ
の
遺
言
書
だ
が
、
最
も
よ
く
変
化
を
表
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
は
　
二
五
五
年
の
ペ
レ
ラ
・
ア
コ
タ
ン
ト
の
も
の
で
あ
る
。

　
彼
女
は
既
婚
の
娘
マ
リ
ア
を
遺
言
執
行
人
に
指
定
し
、
も
し
マ
リ
ア
の
存
命
中
に
遺
産
分
配
が
お
わ
ら
な
け
れ
ば
、
残
り
の
仕
事
を
サ
ン
・

マ
ル
コ
財
務
宮
が
引
き
継
ぐ
と
し
た
。
ペ
レ
ラ
は
比
較
的
多
く
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
た
よ
う
で
、
ま
ず
現
在
彼
女
が
住
ん
で
い
る
サ
ン
・

ア
ポ
ス
ト
ロ
区
の
不
動
産
を
、
マ
リ
ア
に
遺
し
て
い
る
。
マ
リ
ア
は
決
し
て
こ
の
不
動
産
を
売
却
し
て
は
な
ら
ず
、
自
ら
の
死
に
際
し
て
は
、

永
遠
に
ペ
レ
ラ
と
マ
リ
ア
と
親
族
の
魂
の
た
め
の
喜
捨
に
当
て
ら
れ
る
よ
う
、
遺
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
不
動
産
管
理
は

マ
リ
ア
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
た
だ
彼
女
が
臨
終
の
際
、
い
か
に
し
て
永
遠
の
喜
捨

が
遂
行
で
き
る
よ
う
な
遺
言
執
行
人
を
見
つ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
は
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財

務
官
が
「
不
動
産
の
永
久
管
理
」
と
い
う
仕
事
を
受
け
持
つ
可
能
性
は
す
で
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
彼
女
が
お
そ

ら
く
夫
と
暮
ら
し
て
い
た
サ
ン
・
パ
ウ
ロ
区
の
不
動
産
の
処
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
娘
マ
リ
ア
が
売
却
し
、
そ
の
代
金
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
団
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体
へ
の
遺
贈
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
も
し
彼
女
が
、
不
動
産
を
売
却
す
る
よ
り
そ
の
賃
貸
収
入
か
ら
永
遠
に
喜
捨
を
行
う

方
が
よ
い
と
思
う
場
合
、
そ
の
方
法
を
採
択
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
た
と
え
マ
リ
ア
が
長
命
を
保
っ
た
と
し
て

も
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
仕
事
を
引
き
継
ぐ
必
要
性
が
出
て
く
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
マ
リ
ア
は
永
遠
に
喜
捨
し
続
け
る
こ
と
な
ど
で

き
ず
、
一
方
役
職
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
人
が
変
わ
っ
て
も
続
い
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
喜
捨
の
「
永
遠
性
」
の
故
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名
し
、
彼
ら
に
不
動
産
管
理
を
委
ね
る
、
と
い

う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
一
三
世
紀
前
半
か
ら
教
会
財
産
の
管
理
や
不
動
産
売
却
に
関
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
。

喜
捨
の
た
め
の
不
動
産
管
理
は
、
お
そ
ら
く
抵
抗
な
く
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
仕
事
と
し
て
市
民
に
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
で
は
、
「
永
遠
の
喜
捨
」
と
い
う
新
た
な
発
想
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
何
故
か
。
そ
も
そ
も
；
一
世
紀
初
め
か
ら
、
聖
職
機
関
に
不
動
産
を

寄
進
す
る
こ
と
で
永
続
的
な
見
返
り
を
期
待
す
る
、
と
い
う
心
性
は
存
在
し
た
。
ピ
エ
ト
ロ
・
ツ
ィ
ア
ー
二
は
＝
一
二
八
年
の
遺
言
書
で
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ル
ト
の
信
者
会
に
土
地
を
寄
進
し
、
彼
ら
が
毎
年
彼
の
命
日
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
一
二
二
七
年
に
遺
言
書
を
作
成
し

た
ア
ン
ド
レ
ア
・
ト
ロ
ン
は
、
聖
ミ
カ
エ
ル
修
道
院
に
パ
ド
ヴ
ァ
の
土
地
と
イ
ス
ト
リ
ア
の
ブ
ド
ウ
園
を
寄
進
し
た
が
、
見
返
り
と
し
て
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

娘
が
入
会
金
な
し
で
こ
の
修
道
院
に
は
い
る
こ
と
を
求
め
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
受
益
者
は
そ
の
不
動
産
を
売
買
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ど
う
し
て
も
売
却
し
た
い
場
合
、
そ
の
不
動
産
は
寄
進
者
の
親
族
の
も
の
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
処
置
は
、
不
動
産
を
通
し
て
永
続
的
に

受
益
宗
教
団
体
を
拘
束
し
た
い
と
い
う
欲
求
の
表
れ
と
も
と
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
全
て
の
人
が
寄
進
で
き
る
だ
け
の
ま
と
ま
っ
た
土
地
、
宗
教
団
体
の
使
用
に
ふ
さ
わ
し
い
家
屋
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
い
て
い
の
人
は
、
な
に
が
し
か
の
現
金
を
喜
捨
し
、
ミ
サ
を
依
頼
す
る
こ
と
で
、
満
足
し
て
い
た
。
た
だ
、
一
回
き
り
の
ミ
サ
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

百
、
千
と
ミ
サ
を
挙
げ
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
遺
言
書
が
多
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
彼
ら
も
で
き
る
だ
け
永
く
自
分
の
魂
の
た
め

に
祈
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
死
後
の
魂
の
平
安
は
遺
言
者
共
通
の
願
い
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
次
の
想
定
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
魂
の
た
め
の
永
続
的
な
祈
り
を
期
待
す
る
な
ら
、
不
動
産
に
し
ろ
現
金
に
し
ろ
一
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度
の
寄
進
よ
り
は
永
続
的
な
喜
捨
の
方
が
効
果
的
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
金
な
ら
分
割
し
て
複
数
の
用
途
に
使
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
不
動
産
そ
の
も
の
を
残
す
代
わ
り
に
、
不
動
産
管
理
は
遺
言
執
行
人
に
任
せ
て
、
そ
こ
か
ら
の
収
入

だ
け
を
永
遠
に
喜
捨
す
る
と
い
う
発
想
ま
で
は
、
そ
う
遠
く
な
い
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
よ
う
に
早
く
か
ら
商
業
が
発
達
し
、
一
三
世
紀
前
半
に

粟
契
約
や
霧
債
権
問
題
に
関
す
巖
密
な
法
規
を
警
た
都
市
で
あ
れ
晦
こ
の
よ
う
な
覆
「
合
理
的
な
思
考
」
が
発
達
し
た
と
し
て

も
、
不
思
議
な
か
ろ
う
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
シ
ョ
ー
は
「
都
会
人
と
都
市
生
活
」
と
題
す
る
論
文
で
「
す
べ
て
は
商
業
都
市
で
は
「
計
算
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
実
際
、
宗
教
施
設
を
巡
る
状
況
も
、
一
二
五
〇
年
代
に
は
こ
の
よ
う
な
発
想
を
促
進
す
る
よ
う
な
方
向
に
展
開
し
て
い
た
。
＝
一
二
〇
年
代
、

ま
だ
土
地
の
寄
進
が
盛
ん
な
頃
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
修
道
院
、
病
院
な
ど
の
宗
教
関
係
施
設
は
そ
れ
程
多
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
土
地
も

沼
沢
地
が
多
く
残
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
托
鉢
修
道
会
は
一
二
二
〇
1
三
〇
年
代
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
姿
を
見
せ
始
め
、
＝
一
三
〇
年
代
初
め

に
元
首
テ
ィ
エ
ポ
ロ
か
ら
土
地
を
与
え
ら
れ
て
礼
拝
堂
や
修
道
院
を
建
設
す
る
。
ま
た
、
バ
ド
エ
ル
家
や
ミ
キ
エ
ル
家
か
ら
も
土
地
を
寄
進
さ

れ
、
病
院
や
女
子
修
道
院
の
建
設
に
も
着
手
し
た
。
こ
れ
ら
の
場
所
の
中
に
は
沼
の
近
く
の
湿
地
も
多
く
、
修
道
士
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
干
拓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

作
業
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
二
五
〇
年
代
に
は
様
相
は
変
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
托
鉢
修
道
会
は
す
っ

か
り
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
定
着
し
、
遺
言
書
の
宗
教
団
体
へ
の
喜
捨
の
内
訳
を
見
て
も
、
修
道
院
、
信
者
会
、
病
院
な
ど
は
る
か
に
多
く
の
名
前

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
宗
教
運
動
と
永
遠
の
喜
捨
の
関
係
に
つ
い
て
明
雷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
遺
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

書
の
中
に
は
「
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
の
助
一
欝
の
も
と
に
」
永
遠
の
喜
捨
を
行
う
こ
と
を
指
示
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
僅
か
で

あ
る
。
た
だ
、
托
鉢
修
道
会
が
浸
透
し
、
清
貧
や
救
霊
の
た
め
の
喜
捨
を
勧
め
る
説
教
が
普
及
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
、
魂
の
救
い
を
求
め
て
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
る
だ
け
永
い
ミ
サ
を
望
む
人
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
内
や
周
辺
に
教
会
や
修
道
院
や
信
者
会
、

病
院
な
ど
が
多
く
な
る
と
、
そ
れ
だ
け
遺
贈
先
も
増
加
す
る
。
一
度
に
お
金
を
残
す
よ
り
は
、
ま
た
一
つ
の
と
こ
ろ
に
ま
と
ま
っ
た
不
動
産
を

寄
進
す
る
よ
り
は
、
不
動
産
そ
の
も
の
は
遣
言
執
行
人
の
管
理
に
委
ね
て
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
を
小
分
け
し
て
毎
年
喜
捨
に
回
す
と
い
う
考
え
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が
出
て
く
る
の
も
う
な
ず
け
よ
う
。
不
動
産
収
入
を
四
分
割
し
て
複
数
の
聖
職
機
関
へ
の
喜
捨
と
貧
者
へ
の
施
し
に
使
用
す
る
例
は
、
＝
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
年
の
ニ
ッ
コ
ロ
・
ス
テ
ー
ノ
の
遺
言
書
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
遺
言
書
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
＝
二
世
紀
後
半
市
内
の
不
動
産
は
賃
貸
家
屋

が
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
物
件
は
直
接
宗
教
施
設
に
寄
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ペ
レ
ラ
の
指
示
の
よ
う
に
売

却
し
て
現
金
化
し
て
喜
捨
に
当
て
る
か
、
賃
貸
収
入
を
喜
捨
に
回
す
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
永
遠
の
喜
捨
」
の
促
進
要
因
が
見
て

取
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
聖
職
機
関
の
側
も
、
土
地
よ
り
安
定
し
た
現
金
収
入
の
方
を
好
む
場
合
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
マ
ル
コ
・
ツ
ィ
ア
！
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
一
一
…
五
三
年
の
遺
一
嵩
書
で
、
教
会
付
き
ブ
ド
ウ
園
を
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
、
ド
ミ
ニ
コ
会
、
も
し
く
は
シ
ト
ー
会
の
修
道
士
の
た
め
に
残
し

て
い
る
が
、
も
し
彼
ら
が
そ
こ
に
定
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
遺
言
執
行
人
が
こ
の
不
動
産
を
管
理
し
、
そ
の
収
入
か
ら
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
会
修
道
院
長
の
推
薦
で
何
人
か
の
修
道
士
を
養
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
修
道
士
が
土
地
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
場
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
永
遠
の
喜
捨
」
が
双
方
に
と
っ
て
悪
い
選
択
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
永
遠
に
喜
捨
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
永
続
す
る
遺
漏
執
行
人
と
し
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
よ
う
な
役
所
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
教
区
教
会
や
修
道
院
で
も
永
遠
の
喜
捨
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
定
の
宗
教
施
設
の
場
合
、
複
数
の
慈
善
や
喜
捨
を
行
う
こ
と
は

難
し
い
。
一
二
五
〇
年
代
、
に
わ
か
に
永
遠
の
喜
捨
と
い
う
仕
事
で
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
指
名
が
増
え
て
き
た
背
景
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
を
と
り
ま
く
宗
教
状
況
の
変
化
と
そ
れ
へ
の
市
民
の
対
応
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
＝
一
五
〇
年
代
は
先
に
見
た
よ
う
に
強
綱
公
債
制
度
が
確
立
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
公
債
の
割
当
額
は
不
動
産
評
価
格
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

じ
て
決
ま
っ
た
の
で
、
中
に
は
修
道
院
に
財
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
公
債
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
者
も
い
た
。
一
二
五
八
年
に
は
宗
教
団
体
に
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

動
産
を
売
却
し
た
り
譲
渡
し
た
り
、
遺
言
書
で
寄
進
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
令
が
通
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に

不
動
産
を
託
す
永
遠
の
喜
捨
は
、
子
孫
を
過
度
な
公
債
支
払
い
か
ら
免
除
す
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
「
税
金
逃
れ
」
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見

が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
い
て
い
は
売
却
に
よ
る
現
金
化
の
代
替
物
と
し
て
「
永
遠
の
喜
捨
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
点
、
永
遠
の
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喜
捨
は
子
孫
が
聾
た
場
合
の
処
置
と
し
て
朗
正
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
細
三
五
八
年
以
前
か
ら
泉
遠
の
喜
捨
」
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
・
公

債
と
永
遠
の
喜
捨
の
問
に
直
接
関
係
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
＝
一
九
八
年
に
は
、
市
内
の
全
て
の
宗
教
団
体
が
所
持
す
る
不
動
産
、
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

び
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
喜
捨
の
た
め
に
預
か
っ
て
い
る
不
動
産
に
も
強
制
公
債
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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（
三
）
　
動
産
の
投
資
1
一
瓢
六
〇
年
代
1

　
～
二
六
〇
年
代
、
さ
ら
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
指
名
が
増
え
る
が
、
そ
れ
は
「
永
遠
の
喜
捨
」
に
加
え
て
「
動
産
の
投
資
」
と
い
う
仕

事
が
加
わ
る
た
め
で
あ
る
。
四
通
の
遺
言
書
が
、
お
そ
ら
く
投
資
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名

し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
未
成
年
に
残
さ
れ
た
遺
産
を
後
見
人
が
投
資
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
は
じ
め
か
ら
一
般

的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
二
四
二
年
の
法
は
、
無
遺
言
で
残
さ
れ
た
未
成
年
に
後
見
人
を
た
て
る
方
法
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
人
と
な
っ
た
者
に
は
被
後
見
者
の
た
め
に
受
託
財
産
を
投
資
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。
一
二
一
二
五
年
に
は
未
成
年
の
甥
の
た
め
、
彼
に
遺

し
た
動
産
の
投
資
を
指
示
し
た
遺
言
書
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
仕
事
は
親
族
の
女
性
に
委
ね
ら
れ
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

投
資
に
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
「
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
に
指
名
し
て
投
資
を
依
頼
す
る
」
と
い
う
の
は
、
全
く
新

し
い
市
民
の
選
択
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
論
理
と
社
会
的
背
景
を
探
っ
て
い
こ
う
。

　
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
動
産
の
投
資
を
依
頼
し
た
例
が
矧
ω
ζ
の
史
料
群
の
中
で
始
め
て
登
場
す
る
の
は
、
一
二
五
九
年
、
ニ
コ
ロ
・
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ル
ツ
ィ
の
遺
言
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
修
道
院
に
入
っ
た
娘
の
た
め
一
〇
〇
リ
レ
が
遺
言
執
行
人
の
手
で
投
資
さ
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

遺
言
執
行
人
は
兄
弟
と
従
兄
弟
と
三
人
の
既
婚
の
娘
の
七
五
名
で
あ
る
。
が
、
も
し
従
兄
弟
が
遺
言
執
行
人
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
た

り
、
五
人
の
う
ち
の
誰
か
が
死
亡
す
る
か
す
れ
ば
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
そ
の
者
の
代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

投
資
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
関
係
は
ま
だ
二
義
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
二
六
〇
年
代
に
は
最
初
か
ら
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
投
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
委
ね
た
遺
言
書
が
登
場
す
る
。
中
で
も
興
味
深
い
の
は
一
二
六
八
年
の
ダ
ニ
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
遺
言
執
行
人
と
し
て
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長
男
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
指
定
し
、
次
男
が
～
八
歳
に
な
れ
ば
長
男
と
次
男
の
み
が
遺
言
執
行
人
に
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
次
男
が

一
八
才
に
な
る
ま
で
一
〇
〇
〇
リ
レ
が
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
預
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
お
金
は
成
人
し
て
い
る
長
男
が
サ
ン
・
マ
ル

コ
財
務
官
の
助
奮
の
も
と
で
金
・
銀
・
胡
椒
な
ど
に
投
資
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
遺
言
書
の
記
述
に
は
、
市
民
が
な
ぜ
投
資
活
動
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
託
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
解
く
鍵
が
存
在
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
二
四
九
年
の
法
令
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
託
さ
れ
た
財
産
に
せ
よ
、
と
に
か
く
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
す
で
に
委
託
財

産
の
投
資
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
法
令
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
働
き
を
広
く
市
民
に
知
ら
し
め
、
今
後
毎
年
の
決
算
を
行
う

こ
と
で
そ
の
職
務
が
よ
り
確
実
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
印
象
を
市
民
に
抱
か
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
二
六
〇
年
代
と
い
え
ば
、
そ
れ
か
ら

一
〇
年
が
過
ぎ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
「
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
投
資
を
任
せ
て
お
け
ば
安
心
」
と
い
う
見
解
が
市
民
の
間

に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ダ
ニ
エ
ル
・
グ
レ
コ
が
、
長
男
の
投
資
に
対
し
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
助
言
を
義
務
づ
け
て
い

る
の
は
、
市
民
の
こ
の
役
所
に
紺
す
る
信
頼
感
の
表
明
と
と
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
さ
ら
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
遣
産
の
投
資
活
動
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

経
済
状
況
で
あ
る
。
一
二
六
〇
年
代
は
、
　
二
六
一
年
の
ビ
ザ
ン
ツ
に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
奪
回
と
そ
れ
に
伴
う
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

進
出
の
た
め
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
東
地
中
海
貿
易
が
一
時
不
振
に
陥
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
一
方
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
内
に
目
を
向
け
る
と
、

リ
ァ
ル
ト
を
中
心
に
小
売
業
や
手
工
業
が
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。
多
く
の
同
職
組
合
の
規
約
が
定
め
ら
れ
、
一
二
六
六
年
の
元
首
ロ
レ
ン
ツ

ォ
・
テ
ィ
エ
ポ
ロ
の
就
任
式
に
お
い
て
は
、
各
種
同
職
組
合
の
華
や
か
な
行
進
が
催
さ
れ
た
ほ
ど
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
海
外
貿
易
以
外

の
新
た
な
投
資
先
と
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
内
の
中
小
商
工
業
者
へ
の
貸
し
付
け
が
登
場
し
始
め
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
こ
の
形
態
を
ロ
ー
カ

ル
・
コ
レ
ガ
ン
ツ
ァ
と
呼
び
、
現
金
の
使
用
の
仕
方
に
「
こ
こ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
」
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
る
の
が
特
徴
だ
と
述
べ
た
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

計
算
に
よ
る
と
、
海
外
貿
易
ほ
ど
の
利
益
は
見
込
め
な
い
が
、
そ
の
分
り
ス
ク
も
少
な
く
、
安
定
し
た
投
資
先
で
あ
る
。
こ
の
海
外
貿
易
の
一

時
不
振
と
新
た
な
投
資
形
態
の
登
場
に
よ
り
、
こ
の
時
期
の
市
民
た
ち
は
、
全
遺
産
を
被
遺
贈
者
の
裁
量
に
ま
か
せ
て
海
外
投
資
に
用
い
る
よ
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り
は
、
よ
り
リ
ス
ク
の
少
な
い
投
資
先
や
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
レ
ガ
ン
ツ
ァ
を
利
用
し
た
リ
ス
ク
の
分
散
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
投
資
に
介
入
す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
。

　
一
二
六
二
年
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
孫
の
養
育
費
の
た
め
の
投
資
を
依
頼
し
た
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
投
資
は
「
こ
こ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
餌
画
一
¢
O
同
鋤
刀
傷
償
門
P
げ
一
〇
一
P
～
N
Φ
づ
Φ
O
一
一
ω
）
と
述
べ
た
。
一
二
六
七
年
、
既
婚
の
娘
の
た
め
二
〇
〇
リ
レ
を
投
資
す
る
こ
と
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
依
頼
し
た
マ
リ
ア
も
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
」
（
伍
Φ
夏
霞
目
塗
三
嵩
く
Φ
器
。
は
ω
巴
冨
。
欝
a
§
窟
。
¢
巳
諜
p
け
Φ
営
碧
§
）
と
付
け
加
え
て
い
る
。
つ

ま
り
彼
ら
は
「
こ
こ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
る
こ
と
で
、
市
内
の
商
工
業
者
へ
の
貸
し
付
け
を
指
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
一
二
七
五
年
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
グ
リ
マ
ー
二
は
、
一
〇
〇
〇
リ
レ
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
の
裁
量
で
市
内
も
し

く
は
海
外
で
の
投
資
に
使
う
こ
と
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
リ
ス
ク
を
分
散
さ
せ
る
た
め
に
、
一
人
の
人
物
に
一
〇
〇
リ
レ
以
上
融
資
し
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
を
義
務
づ
け
で
い
る
。
同
じ
よ
う
な
制
限
は
他
の
遺
言
書
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
＝
一
七
七
年
の
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ペ
ン
ド
ロ
は
、
サ

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
委
託
し
た
七
〇
〇
リ
レ
の
う
ち
五
〇
〇
は
海
外
、
一
〇
〇
は
ア
ド
リ
ア
海
の
な
か
、
一
〇
〇
は
り
ア
ル
ト
で
投
資
す
る

　
　
　
　
⑳

よ
う
定
め
た
。

　
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
・
コ
レ
ガ
ン
ツ
ァ
へ
の
投
資
の
指
定
や
そ
れ
を
含
め
た
り
ス
ク
の
分
散
は
、
残
さ
れ
た
親
族
の
た
め
、
元
金
を
損
な
う

こ
と
な
く
一
定
の
利
息
を
保
証
す
る
に
は
、
格
妊
の
方
法
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
は
、
こ
の
よ
う
な
投
資
を
依
頼
す

る
に
は
適
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
自
ら
の
収
入
の
増
大
を
は
か
る
た
め
に
遺
産
を
預
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
利
益
の
少

な
い
投
資
先
に
遺
産
を
投
じ
る
こ
と
に
何
の
不
満
も
躊
躇
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
親
族
に
投
資
を
依
頼
す
る
場
合
は
、
た
い
て
い

委
託
さ
れ
た
人
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
る
の
で
、
最
悪
の
場
合
は
遣
産
の
元
金
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
先
の
マ
リ
ア
の
例
（
一
二

六
七
年
初
も
、
娘
が
既
婚
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
女
に
直
接
二
〇
〇
リ
レ
渡
す
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
海
外
貿
易
な
ど
に
投
資
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
わ
ず
か
で
は
あ
っ
て
も
安
定
し
た
収
入
を
彼
女
に
保
証
し
続

け
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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⑳

　
ま
た
、
ク
ラ
ッ
コ
に
よ
れ
ば
、
一
二
六
〇
年
以
降
安
定
し
た
投
資
先
と
し
て
好
ま
れ
始
め
た
も
の
に
、
政
府
公
債
も
含
ま
れ
て
い
た
。
市
民

た
ち
は
公
債
へ
の
投
資
を
考
え
る
場
合
、
コ
ム
ー
ネ
の
財
政
と
の
関
係
か
ら
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
財
産
を
委
託
す
る
の
が
便
利
だ
と
判

断
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
公
債
の
利
率
と
返
還
方
法
は
一
二
六
二
年
の
大
議
会
で
決
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
少
な
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
　
二
七
〇
年
に
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
利
子
の
受
け
取
り
を
行
っ
て
い
る
記
録
が
存
在
す
る
。

　
以
上
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
富
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経
済
に
お
け
る
投
資
形
態
の
変
化
の
点
か
ら
も
、
信
頼
し
て
投
資
を
任
せ
る
こ
と
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
る
機
関
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
　
遣
産
管
財
人
機
能
の
確
立
一
＝
一
七
〇
年
代
以
降
1

　
こ
う
し
て
＝
一
七
〇
年
ま
で
に
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
宮
の
仕
事
が
出
そ
ろ
い
、
法
令
で
も
彼
ら
と
遺
言
執
行
人
の
仕

事
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
三
〇
年
は
、
さ
ほ
ど
市
民
の
遺
言
書
の
内
容
に
変
化
は
な
い
。
永
遠
の
喜
捨
、
動
産
の
投
資
は
続
い
て
依

頼
さ
れ
、
相
続
人
が
い
な
い
場
合
の
不
動
産
の
売
却
な
ど
、
一
二
二
〇
年
代
の
遺
醤
書
以
来
の
仕
事
も
相
変
わ
ら
ず
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
管
財
人
機
能
の
確
立
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
二
点
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
ひ
と
つ
め
は
、
遺
言
書
全
体
の
性
格
の
変
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
、
よ
り
複
雑
で
長
期
的
展
望
に
た
っ
た
遺
産
分
配
が
目

に
付
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
三
世
紀
前
半
は
一
般
的
に
、
不
動
産
を
売
却
し
て
そ
の
代
金
で
遺
贈
を
行
っ
た
り
、
不
動
産
を
そ
の
ま
ま

親
族
に
残
す
な
ど
の
例
が
多
い
。
そ
れ
が
六
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
期
限
を
限
っ
て
一
つ
の
不
動
産
を
複
数
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
指
示

し
た
り
、
妻
や
娘
な
ど
に
残
し
た
不
動
産
の
そ
の
後
の
処
置
ま
で
詳
細
に
定
め
た
り
す
る
遺
言
書
が
登
場
し
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な
処
置
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

七
〇
、
八
○
年
代
に
は
さ
ら
に
頻
繁
に
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
る
。
緩
や
か
で
把
握
し
に
く
い
変
化
で
は
あ
る
が
、
代
表
的
な
例
を

い
く
つ
か
取
り
上
げ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
典
型
的
な
の
は
、
一
二
六
八
年
の
バ
ジ
リ
オ
ー
ロ
・
バ
ジ
リ
オ
の
遺
言
書
で
あ
る
。
彼
は
独
身
の
よ
う
で
、
遺
雷
書
に
妻
や
子
供
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の
記
述
は
な
い
。
遺
漏
執
行
人
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
彼
の
住
ん
で
い
る
教
区
の
司
祭
で
あ
る
。
彼
ら
の
仕
事
は
、
ま
ず
遺
雷
者
の
財
産

を
回
収
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
を
保
持
し
、
指
定
の
遺
贈
分
を
支
払
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
そ
の
後
、
収
入
の
残
り
を
毎
年
遺

言
者
の
魂
の
た
め
二
〇
年
間
分
配
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
二
〇
年
の
期
限
の
後
、
こ
の
財
産
は
死
者
の
兄
弟
ニ
コ
ロ
と
ピ
エ

ト
ロ
の
も
の
に
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
〇
年
と
期
限
は
限
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
か
な
り
長
期
に
渡
る
喜
捨

が
行
わ
れ
、
そ
の
後
こ
の
財
産
は
男
系
親
族
の
手
に
渡
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
二
〇
年
と
い
う
期
間
で
使
用
目
的
を
分

け
る
こ
と
に
よ
り
、
～
つ
の
不
動
産
で
自
分
の
魂
の
た
め
の
喜
捨
と
男
系
親
族
へ
の
譲
渡
と
い
う
二
つ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
妻
に
残
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
、
妻
の
死
後
は
一
〇
年
間
聖
ア
ン
ド
レ
ア
修
道
院
の
修
道
士
が
所
有
し
賃
貸
料
を
集
め
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
き
る
こ
と
、
そ
の
後
は
遺
言
者
の
男
系
親
族
に
優
先
的
に
売
却
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
や
、
　
五
年
間
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
妻
が
不

動
産
を
賃
貸
し
し
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
収
入
の
半
分
つ
つ
を
自
由
に
使
用
し
、
そ
の
期
限
の
あ
と
は
息
子
と
孫
が
所
有
す
る
こ
と
を
定
め
た
も

　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魎

の
も
あ
る
。
不
動
産
の
賃
貸
料
か
ら
妻
や
孫
の
生
活
費
と
慈
善
の
た
め
の
施
し
の
両
方
を
捻
出
す
る
工
夫
を
し
た
遺
言
書
も
あ
る
。
遺
言
書
全

体
を
概
観
し
た
場
合
、
一
二
七
〇
年
以
降
、
こ
の
種
の
複
雑
な
長
期
に
渡
る
遺
産
処
理
の
方
法
が
目
を
引
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
方
法
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
そ
も
そ
も
遺
言
者
は
遺
言
に
よ
っ
て
何
を
望
ん
で
い
た
の
か
を
考
え
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　
；
一
世
紀
を
通
じ
て
、
ど
の
遺
言
書
も
、
息
子
が
い
れ
ば
彼
に
不
動
産
な
ど
の
主
要
な
財
産
を
残
し
、
そ
の
一
方
で
、
娘
や
妻
が
生
活
に
困

ら
な
い
よ
う
十
分
な
配
慮
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
娘
し
か
い
な
い
場
合
は
、
娘
に
全
財
産
が
譲
ら
れ
る
場
合
と
、
娘
に
は
動
産
の
み

与
え
不
動
産
は
甥
や
兄
弟
な
ど
に
譲
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
娘
や
妻
が
生
き
て
い
る
間
の
み
不
動
産
の
使
用
や
そ
こ
か
ら
の
収
入
を
保

証
し
、
そ
の
後
そ
れ
ら
は
別
の
目
的
に
使
用
す
る
よ
う
定
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
例
は
僅
か
で
は
あ
る
が
、
一
三
世
紀
末
に
は
「
男
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

子
孫
代
々
」
不
動
産
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
定
め
た
遺
言
書
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
全
て
は
、
男
系
親
族
内
で
の
家
産
の
保
持
と
女
性
へ
の
財
産

保
証
と
い
う
、
二
つ
の
事
柄
に
配
慮
し
た
結
果
だ
と
い
え
よ
う
。
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
無
遺
言
相
続
の
原
則
は
、
「
不
動
産
相
続
に
関
し

て
は
男
性
に
有
利
。
た
だ
し
、
妻
や
娘
な
ど
の
女
性
の
財
産
権
は
侵
害
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
無
遺
言
相
続
に
よ
り
女
性
に

60 （710）



サン・マルコ財務宮と中世ヴェネツィア都市昆（高田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

渡
っ
た
財
産
を
買
い
戻
す
た
め
、
親
族
は
優
待
価
格
で
不
動
産
が
購
入
で
き
た
。
遺
五
塵
に
見
ら
れ
る
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
原
則
と
も

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
両
者
は
、
社
会
が
、
女
性
が
嫁
資
を
持
っ
て
他
家
へ
嫁
ぐ
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
互
い
に
相
反
す
る
要
素
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
遺
醤
書
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
被
相
続
財
産
は
、
死
者
が
自
己
の
魂
の
た
め
宗
教
団
体
に
な
す
遺
贈
に
よ
り
、
削
ら

れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
も
死
後
の
魂
の
平
安
は
す
べ
て
の
遺
言
者
の
望
み
で
あ
り
、
宗
教
団
体
へ
の
喜
捨
は
、
遺
言
の
重
要
な
部
分
を

占
め
る
。
ニ
ニ
世
紀
後
半
に
見
ら
れ
る
複
雑
な
指
示
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
求
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
優
れ
た
方
策
で

あ
っ
た
と
雷
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
長
期
に
わ
た
る
遣
産
処
理
を
指
示
す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
遺
産
処
理
に
お
い
て
は
、
当
然
長
期
に
渡
っ
て
存
続
す
る
遺
言
執
行
人
が
必
要
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
流
れ
の
中
で
も
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
永
続
し
信
頼
に
足
る
管
財
人
と
し
て
、
市
民
の
役
に
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
点
目
は
、
＝
一
七
〇
年
以
降
、
家
族
構
成
や
親
族
内
部
の
問
題
か
ら
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
頼
り
と
す
る
市
民
が
登
場
し
始
め
る
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
～
二
七
七
年
、
マ
リ
ノ
・
ベ
レ
ー
ニ
ョ
は
複
数
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
大
半
を
甥
に
残
し
た
。
残
り
の
不

動
産
は
三
部
分
に
分
け
、
一
部
は
喜
捨
に
当
て
、
残
り
を
娘
に
与
え
た
。
そ
し
て
娘
が
寡
婦
に
な
っ
た
場
合
の
権
利
と
し
て
、
甥
に
残
し
た
家

の
ひ
と
つ
を
住
居
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
も
し
甥
た
ち
が
上
述
の
不
動
産
に
関
し
て
、
遺
雷
執
行
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
や
娘
を
煩
わ
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
不
動
産
所
有
権
を
剥
奪
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

甥
と
娘
の
間
で
将
来
遺
産
争
い
の
懸
念
が
あ
る
た
め
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
春
雷
執
行
入
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
甥
の
横
暴

、
を
防
ご
う
と
し
た
処
置
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
～
二
八
五
年
の
マ
リ
ア
・
ミ
グ
ラ
ー
二
は
、
夫
が
健
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
サ

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
遺
言
執
行
人
に
指
定
し
た
。
彼
女
の
希
望
は
、
娘
に
五
〇
〇
リ
レ
、
夫
に
二
〇
〇
リ
レ
残
し
、
娘
に
残
し
た
お
金
は
サ

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
彼
女
の
た
め
に
投
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
夫
が
こ
の
遺
恩
書
に
反
対
し
た
場
合
、
夫
の
二
〇
〇
リ
レ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

対
す
る
権
利
は
剥
奪
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、
娘
に
与
え
た
遺
産
を
、
夫
か
ら
守
る
た
め
の
処
置
だ
と
い
え
よ
う
。
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ま
た
、
聖
職
者
で
も
な
く
、
永
遠
の
喜
捨
や
動
産
の
投
資
な
ど
長
期
に
わ
た
る
仕
事
を
頼
む
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
身
寄
り
が
な
い
た
め
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
指
定
し
た
と
し
か
思
え
な
い
遺
言
書
も
登
場
す
る
。
一
二
八
三
年
五
月
一
九
日
の
ア
ル
ヘ
ン
ダ
・
ダ
・
カ
ナ
ー
ル
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
八
二
年
＝
月
＝
二
日
の
マ
リ
ノ
・
カ
ロ
ー
ゾ
の
も
の
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
二
七
〇
年
以
前
も
身
寄
り
の
な
い
人
の
遺
言
書
は
存

在
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
近
隣
の
聖
職
者
や
友
人
な
ど
を
遺
言
執
行
人
と
し
て
指
名
し
、
必
ず
し
も
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
を
頼
る
こ
と
は

し
て
い
な
噛
・
い
っ
た
ん
遺
言
執
行
人
の
義
務
が
法
令
化
さ
れ
る
と
・
市
民
に
と
っ
て
・
ま
す
ま
す
．
｝
の
役
所
に
遺
言
執
行
人
の
仕
事
を
依
頼

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
て
遺
雷
執
行
人
と
し
て
定
着
し
た
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
市
民
の
様
々
な
要
求
に
答
え
る
よ
う
に
な
り
、
集
ま
っ
た
財
産
を
投

資
や
慈
善
・
喜
捨
に
ふ
り
わ
け
た
の
で
あ
る
。
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囚
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お
山
O
①
・
こ
れ
は
、
刊
行
史
料
に
基
づ
く
遺
言
轡
調
査
の
概
要
と
、
＝
一
六
九
年

　
ま
で
（
特
に
一
三
世
紀
前
半
）
の
未
刊
行
史
料
の
内
容
紹
介
が
中
心
で
あ
る
。
五

　
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
遣
言
轡
の
調
査
も
含
ま
れ
て
い
は
い
る
が
、
社
会
的
背
景

　
ま
で
は
深
く
考
察
し
て
い
な
い
。

②
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
ミ
キ
エ
ル
（
　
二
二
六
年
八
月
）
、
ブ
リ
シ
ー
ナ
・
モ
リ
ン

　
（
…
二
三
五
年
一
一
月
）
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ノ
・
モ
ロ
シ
ー
二
（
＝
一
三
七
年

　
六
月
二
六
日
）
、
ニ
コ
ロ
・
コ
ッ
コ
（
一
二
三
七
年
一
〇
月
）
。
出
典
は
そ
れ
ぞ
れ

　
諺
ω
＜
“
、
き
襲
ミ
ミ
識
ミ
象
醤
さ
謹
。
》
号
巳
［
門
費
び
」
Φ
ρ
げ
．
卜
。
O
ρ
ζ
O
．
b
d
Φ
冨
・

　
〔
P
》
落
ミ
勘
ミ
ミ
欝
q
§
轟
靱
竃
幕
N
謡
総
昏
匙
。
驚
ミ
隷
言
寿
ミ
め
軌
§
ミ
心
一
§
畿

　
縣
ミ
い
ミ
蓬
馬
賞
寒
N
§
蔓
8
。
。
一
噺
＝
震
【
島
山
①
嵩
、
α
結
く
臼
ω
自
象
℃
銑
。
＜
斜
㊤
．
鉾

　
お
刈
①
ゐ
Φ
謡
胤
o
o
．
H
戸
〉
ω
＜
・
ぎ
6
ミ
ミ
8
識
ミ
国
母
§
弐
食
巳
。
・
¢
甲
び
．
①
①
．

③
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
フ
ラ
ベ
ニ
ー
ゴ
（
一
二
三
九
年
～
二
月
）
、
〉
ω
＜
”
》
d
襲
ミ
，

　
馬
ミ
ミ
い
§
さ
議
。
瓦
Φ
巳
鼠
ぴ
・
一
ト
。
o
。
．

④
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ヴ
ィ
ア
ロ
（
＝
～
二
五
年
六
月
七
日
）
、
第
一
章
、
注
⑳
参
照
。

　
ピ
エ
ト
ロ
・
ツ
ィ
ア
ー
二
（
＝
一
二
八
年
九
月
）
、
ω
．
切
。
崩
費
ζ
．
¢
鵠
｛
m
艮
σ
q
嵩
餌

　
く
①
霧
N
冨
暴
山
①
一
ζ
Φ
象
。
Φ
＜
9
σ
q
嵩
N
貯
巴
》
、
，
出
撃
ミ
黛
。
§
ミ
食
0
し
・
践
ρ
一
一
ρ

　
6
刈
。
。
り
〉
署
魯
象
8
押
署
．
し
。
鼻
ふ
野

⑤
〉
ω
＜
”
ぎ
ミ
ミ
。
試
ミ
象
醤
さ
§
Ψ
号
巳
町
簿
曽
ぴ
』
．
な
お
、
こ
の
遺
言
書
は
、

　
出
§
§
ミ
§
ミ
§
§
蹴
、
ミ
ミ
亀
画
仙
逡
ミ
鼠
譜
ミ
ら
§
讐
，
§
≧
ぞ
賊
§
鴨
ミ
ミ
ユ
ミ
ミ

　
§
鳶
N
貴
く
①
器
N
一
P
一
。
・
巽
一
ρ
一
Q
。
o
。
卜
。
も
や
⑩
－
一
ω
．
に
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

⑥
ω
』
。
屋
芦
、
．
¢
霊
鍵
邑
σ
q
葺
く
①
器
宝
冠
餌
匹
ζ
①
象
。
Φ
〈
Ω
σ
q
断
層
p
駄
、
．
▼
署
．

　
①
？
①
o
◎
．

⑦
諺
ω
＜
り
㍗
。
ミ
ミ
呈
ミ
象
箒
§
§
り
α
Φ
参
考
ぴ
．
卜
。
♂
．

⑧
ピ
．
N
睾
び
8
r
録
ミ
ミ
§
職
ミ
魯
§
ミ
奪
馬
§
弘
め
8
山
譲
ミ
署
G
。
O
－
ヨ
．

　
シ
フ
ォ
ロ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
＝
二
世
紀
に
永
遠
の
ミ
サ
を
望
む
傾
向
が

　
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
一
般
に
広
ま
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
望
ま
れ
る
ミ
サ
の
形
態
の
変
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化
か
ら
、
来
世
に
つ
い
て
の
人
々
の
心
性
の
変
化
を
解
き
あ
か
し
て
い
る
。
旨

　
〇
三
｛
｛
o
げ
p
～
b
穐
q
§
督
ミ
“
ミ
融
魯
h
ざ
腎
熱
欝
づ
づ
．
ω
卜
⊃
c
◎
－
○
◎
悼
O
Q
I
ω
伊
の
．

⑨
Ω
．
国
α
ω
。
ダ
．
．
冨
弩
g
冨
お
8
5
塁
§
均
一
鴨
．
り
ぎ
翰
。
譜
ミ
奪
馬
§
鳶
ト
ぎ

　
譜
N
8
§
§
鴨
－
四
〇
信
鑓
黛
ρ
○
鑓
8
0
㊦
ρ
O
冨
網
戸
男
。
ヨ
ρ
6
Φ
9
で
で
．

　
お
“
L
ホ
。
。
曽
と
り
わ
け
℃
℃
9
露
甲
禽
①
．

⑩
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
編
（
鎌
田
博
夫
訳
）
『
中
世
の
入
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

　
の
精
神
構
造
と
創
造
力
』
、
法
政
大
学
出
版
周
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
一
頁
。

⑪
H
．
3
芦
向
さ
ぎ
讐
、
§
昏
譜
執
箏
蔦
減
9
。
忌
ミ
§
織
㌣
鳴
§
ミ
嘗
嵩
§
ミ

　
嵩
窺
織
奪
轟
ミ
＜
㊦
昌
①
N
鑓
サ
一
⑩
り
ト
⊃
り
も
℃
．
島
島
b
o
野
竹
．
ω
o
「
血
貫
、
6
団
。
壇
象
該
ヨ
①
甲

　
岳
畠
詳
鵠
、
ド
冒
勲
ミ
，
貯
ミ
ゴ
§
轟
鈷
員
唱
P
O
O
甲
Φ
O
メ
㊤
同
巧

⑫
先
に
引
い
た
ペ
レ
ラ
の
遺
言
書
に
は
、
．
、
…
■
．
浄
8
議
駅
。
｛
§
噌
尻
凸
型
9
9

　
U
①
竃
鎚
匹
鑓
o
H
自
門
ω
｛
轟
茸
Φ
ヨ
℃
お
匪
。
舞
。
把
ヨ
一
．
．
と
あ
る
。

⑬
》
回
国
α
q
。
p
．
．
9
冨
導
聾
⑦
忌
邑
剛
σ
q
δ
ω
一
Φ
箕
魯
。
2
Φ
舞
塁
野
鼠
帥
節
℃
巴
。
－

　
く
p
。
器
一
ω
Φ
8
胃
×
H
H
－
×
同
＜
、
、
も
．
鼻
○
。
．
は
托
鉢
修
道
会
の
浸
透
と
遺
言
書
の
普
及
の

　
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。

⑭
〉
ω
＜
一
℃
§
寝
ミ
匙
ミ
試
歩
さ
§
瓦
①
主
帥
昼
ぴ
．
b
。
①
9

⑮
ω
．
¢
d
。
羅
員
．
．
α
欝
富
巳
σ
q
書
く
Φ
尾
§
言
上
天
窓
巴
陣
。
Φ
＜
。
”
α
q
諏
N
す
巳
、
、
サ

　
〉
唱
℃
魯
無
8
鍔
℃
ワ
①
や
刈
鳴
’

⑯
結
局
こ
の
土
地
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
の
も
の
と
な
っ
た
。
閏
．
ω
。
邑
F
．
．
O
離

　
o
噌
象
三
ヨ
雪
質
。
β
。
糞
閃
、
も
9
⑩
O
S

⑰
じ
b
d
．
菊
。
げ
げ
象
▼
、
．
∪
。
琵
臥
8
ρ
践
Φ
駄
σ
q
9
帥
↓
げ
三
Φ
魯
ひ
・
O
Φ
簿
¢
蔓

　
く
Φ
p
①
凱
四
p
ζ
2
0
財
蝉
葺
．
、
登
口
寒
ミ
き
ミ
§
職
肉
§
鼠
輌
鶏
躊
亀
§
時
♪
①
P
げ
望
国
．
P

　
図
馨
㊦
＝
Φ
昌
山
日
罫
哨
．
ζ
風
病
ユ
⑳
鵠
り
q
3
露
四
き
創
O
露
〇
四
α
Q
P
陥
り
⑩
⑩
一
℃
．
ら
Q
P

⑱
b
鴨
§
§
鮭
§
帖
譜
N
惹
ミ
9
蕊
軋
ご
ミ
§
轟
貴
く
。
ド
ト
。
も
．
q
O
．
し
か
し

　
＝
一
六
八
年
の
元
首
ラ
ニ
エ
リ
・
ゼ
ン
の
遺
言
番
は
、
聖
マ
リ
ア
十
字
架
病
院
に

　
残
し
た
公
債
が
償
還
さ
れ
利
息
と
あ
わ
せ
て
十
分
な
金
額
に
達
す
る
と
、
こ
の
病

　
院
の
た
め
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
サ
ン
タ
・
ソ
フ
ィ
ア
区
の

　
家
屋
も
寄
進
し
て
い
る
。
》
嵩
§
藏
§
欝
ミ
§
翫
町
轟
画
§
箋
ミ
鼻
§
§
N
魯
6
§
讐
寧

　
鵯
獣
§
馬
ミ
ミ
識
ミ
ミ
奪
轟
珍
く
㊦
昌
Φ
臨
僧
ω
。
。
Φ
ほ
P
一
〇
Q
Q
Q
介
唱
唱
．
一
〇
1
＝
・

⑲
こ
の
場
合
、
遠
縁
の
男
系
親
族
や
同
じ
姓
を
持
つ
「
家
」
の
メ
ン
バ
ー
が
想
起

　
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

⑳
O
．
穿
N
N
舞
ρ
な
、
遷
ミ
も
℃
咀
腰
高
①
（
伽
。
ρ
①
り
）
．

⑳
象
§
馬
ミ
ご
§
匙
§
凡
ミ
尋
§
。
瀞
愚
§
懸
こ
め
鵡
。
」
O
膳
（
ま
Φ
二
押
。
巷
■

　
悼
ソ

⑫
》
ω
＜
㌔
ご
ミ
ミ
ミ
ミ
鉾
濤
寒
「
§
瓦
Φ
環
一
壷
ぴ
』
O
ρ

⑱
〉
ω
＜
㌔
ご
ミ
ミ
ミ
ミ
艶
篇
さ
§
“
多
寡
“
げ
．
8
鋭

⑳
》
ω
＜
り
等
§
へ
、
§
試
ミ
象
轟
さ
§
℃
畠
Φ
爵
昼
げ
．
δ
ド

⑳
｝
O
．
○
鑓
o
o
P
ヌ
§
嚢
貯
ミ
N
ミ
恥
ミ
ミ
§
ゼ
§
N
給
8
N
o
ミ
ミ
掩
8
ご
肖
ヌ
↓
o
噌
ぎ
P

　
一
〇
c
。
①
も
ワ
⑩
O
も
S
～
二
一
九
年
1
＝
　
六
一
年
に
は
一
七
し
か
発
布
さ
れ
な
か

　
つ
た
規
約
が
、
～
二
六
～
1
一
二
七
八
年
に
は
三
五
に
増
え
て
い
る
。

⑳
殉
’
ρ
ζ
¢
①
濠
び
．
．
↓
7
㊦
℃
8
0
霞
象
。
崩
。
粘
ω
磐
寓
郎
8
0
．
、
”
署
．
冨
O
摩
頴
O
．
た

　
だ
し
、
海
外
貿
易
に
投
資
す
る
こ
と
を
命
じ
た
遺
雷
書
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

　
＝
　
八
八
年
の
マ
ッ
テ
オ
・
ボ
ン
ド
ミ
エ
は
胡
撫
そ
の
他
の
商
品
へ
の
投
資
を
命

　
じ
た
。
〉
ω
＜
．
㍗
o
ミ
ミ
き
識
ミ
象
試
§
ミ
9
巨
ω
鋤
’
げ
」
卜
。
G
。
二
二
九
〇
年
の
ス

　
テ
フ
ァ
ノ
・
カ
ル
ボ
も
金
・
銀
・
胡
椒
へ
の
投
資
を
命
じ
た
。
劉
〉
「
瓢
民
P

　
出
蛤
偽
ミ
懸
N
貯
旨
鳥
ミ
昏
q
§
轟
帖
霜
壽
蹟
譜
N
南
海
8
、
o
》
で
で
」
躍
－
＝
Q
◎
”
縣
o
ρ
這
’

⑳
誤
ω
＜
》
㍗
。
ミ
ミ
鼠
ミ
駐
日
さ
§
往
Φ
β
｝
§
》
げ
’
c
。
．

⑳
〉
ω
＜
》
㍗
。
ミ
・
§
識
ミ
欝
澤
ミ
魁
§
瓦
①
巳
θ
声
げ
」
①
ρ

⑳
ζ
O
』
鼠
舞
p
出
雲
ミ
ミ
聲
馬
ミ
嫡
§
馬
§
蓉
ミ
k
ミ
恥
§
N
。
も
℃
．
ま
O
幽
黛
▼

　
匹
o
ρ
お
．

⑳
》
ω
＜
▼
‡
§
、
§
識
ミ
じ
Q
§
§
§
圃
α
Φ
集
葬
げ
．
鼻
ピ

⑳
　
ρ
ρ
山
8
ρ
譜
轟
轟
貯
還
N
ミ
轟
。
鴨
8
罵
9
δ
ω
山
O
野

（713）63



⑫
O
・
り
匿
N
畏
p
霜
譜
寒
魯
S
ひ
N
§
も
．
ω
弗

⑳
　
＝
工
六
二
年
に
は
、
ジ
ャ
コ
モ
・
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
娘
の
嫁
資
と
し
て
残
し
た

　
一
〇
〇
〇
ド
ゥ
カ
ー
テ
ィ
を
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
工

　
業
者
も
し
く
は
公
債
に
投
資
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
妻

　
と
息
子
が
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
。
遺
言
轡
で
は
投
資
は
特
別
に
は
依
頼
さ
れ
て

　
お
ら
ず
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
反
論
し
た
が
、
判
決
は
「
公
債
に
投
資
す
べ

　
き
扁
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
に
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
に
よ
る
両
者
へ
の
投

　
資
が
、
か
く
も
一
般
化
し
、
か
つ
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
渕
■
○

　
ζ
信
巴
r
D
航
．
日
冨
℃
δ
2
H
舞
o
H
ω
o
｛
ω
き
と
弾
8
0
．
．
ら
．
一
①
8

⑭
　
ど
の
よ
う
な
指
示
を
「
複
雑
で
長
期
的
展
望
に
た
っ
た
遺
産
分
配
」
と
し
て
区

　
益
す
る
か
難
し
い
が
、
お
お
よ
そ
六
〇
年
代
で
二
通
、
七
〇
年
代
五
通
、
八
○
年

　
代
九
通
、
九
〇
年
代
二
通
の
遺
言
書
が
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
〉
ω
＜
り
㍗
8
ミ
ミ
ミ
ミ
象
轟
さ
謹
。
往
Φ
嘗
一
器
“
ぴ
・
Q
。
卜
。
．

⑳
　
ニ
コ
ロ
・
サ
ラ
モ
ン
の
遺
言
書
（
ご
～
六
八
年
一
　
月
五
日
）
。
〉
O
o
＜
り
㍗
。
－

　
襲
ミ
ミ
註
ミ
象
嵩
さ
、
8
ヨ
冨
凱
げ
．
b
O
一
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲

⑳
ピ
エ
ト
ロ
・
ナ
ヴ
ァ
ジ
ェ
ル
の
遺
雷
書
（
一
二
七
三
年
四
月
三
日
）
。
諺
ω
＜
》

　
℃
き
ミ
ミ
8
款
爲
象
嵩
さ
こ
。
恩
㊥
¢
一
嘗
辞
げ
』
駕
．

慾
　
＝
一
七
一
年
の
ヴ
ィ
ル
ジ
リ
オ
・
シ
ジ
ヌ
ロ
、
一
二
九
二
年
の
ニ
コ
ロ
・
ト
レ

　
ヴ
ィ
ザ
ン
の
遺
醤
書
な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
済
ω
＜
》
等
。
ミ
ミ
8
款
ミ
象
嵩
§
ま
p

　
号
巳
貫
勲
げ
．
卜
。
①
封
び
』
誤
．

㊥
　
男
系
親
族
内
と
い
っ
て
も
、
患
子
が
主
体
で
、
せ
い
ぜ
い
兄
弟
、
甥
、
叔
父
の

　
範
囲
が
想
起
さ
れ
る
に
留
ま
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
、
無
遺
言
相
続
で
も
際
だ

　
つ
た
男
系
優
遇
を
見
せ
て
い
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
遺
誉
書
な
ど
と
は
、
若
干
性
格

　
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
0
｛
二
ω
．
国
．
O
o
ぎ
嚇
§
馬
O
ミ
縣
駄
肉
§
§
趣
ミ
ミ
馬
§
蹴

　
§
b
d
§
か
b
§
ミ
署
．
一
聯
－
一
〇
。
r
卜
。
〇
一
悪
’
O
訂
9
r
．
、
ピ
恥
背
虫
一
陣
α
Q
冨
α
Q
㊦
．

　
客
9
Φ
ω
。
・
償
＝
Φ
ω
葉
面
ヨ
①
霊
o
o
⑦
し
。
し
・
o
鎚
＝
δ
お
簿
ぎ
．
－
　
R
β
顛
防
§
量
驚
§
ミ
題

　
ミ
い
鼠
婁
曽
メ
H
8
c
。
も
唱
．
器
－
伊
Φ
．

⑳
　
必
剛
掲
拙
稿
、
五
六
1
ぬ
ハ
ニ
百
バ
。

⑳
ζ
O
．
b
ご
匹
跨
p
出
督
ミ
ミ
ミ
ミ
建
§
§
ミ
ミ
掬
ミ
恥
§
N
。
瓦
。
。
．
×
國
＜
．

⑫
ζ
．
0
』
亀
象
p
》
督
ミ
ミ
鮭
封
熔
§
ミ
§
鳥
ミ
鳶
恥
§
ミ
山
。
。
．
×
×
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囲
H
．

⑬
〉
ω
＜
．
㍗
。
ミ
ミ
ミ
ミ
象
醤
§
§
瓦
。
巳
一
昼
ぴ
．
Φ
．

⑭
9
ρ
し
u
巴
舞
。
払
§
ミ
ミ
q
執
ミ
q
§
匙
§
斜
多
衆
ミ
吻
§
ミ
氏
。
。
．
×
≦
H
．

⑮
例
え
ば
、
一
二
四
〇
年
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
レ
ッ
シ
オ
は
お
そ
ら
く
商
売
仲

　
間
の
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
フ
ァ
リ
エ
ル
を
、
＝
一
六
六
年
の
ジ
ャ
コ
ミ
ー
ナ
は
お
そ
ら

　
く
友
人
で
あ
る
三
人
の
女
性
を
、
一
二
六
九
年
の
マ
リ
ア
・
ヴ
ェ
出
馬
ル
は
サ

　
ン
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
修
道
院
の
修
道
院
長
を
、
そ
れ
ぞ
れ
急
雷
執
行
人
に
指
名
し
て

　
い
る
。
出
典
は
順
に
、
〉
ω
＜
．
ぎ
ミ
ミ
な
識
ミ
象
轟
§
ミ
P
篇
①
鐸
開
【
ρ
σ
・
c
。
　

　
巳
ω
芦
ぴ
』
8
＞
義
㊦
三
貯
p
曽
び
・
ω
0
9
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
遺
言
執
行
人
と
し
て
の
発
展
に
は
、
市
民
の
動
向
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。

確
か
に
基
礎
に
は
、
教
会
財
産
の
管
理
や
海
外
で
無
遺
言
で
死
ん
だ
人
の
遺
産
処
理
、
不
動
産
売
買
の
管
理
な
ど
、
法
令
で
決
め
ら
れ
た
仕
事

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
民
は
そ
の
機
能
を
少
し
ず
つ
拡
大
解
釈
し
て
、
自
分
た
ち
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
こ
の
役
所
を
利
用
し
て
い
っ
た
の



サン・マルコ財務官と中世ヴェネッィア都市民（高田）

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
常
に
市
民
が
、
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
、
彼
ら
に
託
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
の
発
展
は
決
し
て
「
上
か
ら
」
一
方
向
的
に
為
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
市
民
の
要
求
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
市
民
の
要
求
と
の
相
互
作
用
の
中
で
為
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
要
求
と
は
、
具
体
的
に
は
、
自
分
の
財
産
の
一
部
を
永
遠
に
喜

捨
す
る
こ
と
に
よ
り
、
魂
の
救
い
を
得
た
い
と
い
う
宗
教
的
な
動
機
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
限
ら
れ
た
家
産
を
相
続
人
た
ち
の
あ
い
だ

で
、
で
き
る
だ
け
効
率
よ
く
残
し
た
い
と
い
う
「
家
族
・
親
族
へ
の
配
慮
」
か
ら
来
る
要
求
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が

遺
言
執
行
人
と
し
て
定
着
し
た
＝
一
八
○
年
前
後
に
は
、
遺
産
争
い
を
回
避
す
る
た
め
や
身
寄
り
が
な
い
た
め
に
彼
ら
を
指
名
す
る
遺
言
者
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

登
場
す
る
。
こ
う
し
て
、
未
成
年
の
後
見
を
始
め
、
市
民
の
幅
広
い
層
に
指
示
さ
れ
役
立
つ
機
関
と
し
て
、
こ
の
役
所
は
確
立
し
、
多
く
の
資

金
を
集
め
る
こ
と
で
銀
行
や
コ
ム
ー
ネ
の
財
政
補
助
の
役
割
ま
で
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
と
は
、
元
首
の
た

め
の
役
職
と
し
て
出
発
し
、
後
に
は
コ
ム
ー
ネ
の
た
め
の
仕
事
を
請
け
負
う
機
関
と
し
て
も
発
展
し
た
が
、
同
時
に
こ
れ
は
、
市
民
の
た
め
市

民
が
発
展
さ
せ
た
役
職
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
中
世
都
市
に
お
い
て
は
、
人
口
も
都
市
面
積
も
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
は
、
確
か
に
、
党
派
争
い
も
な
く
、

聖
職
機
関
が
都
市
の
世
俗
権
力
に
服
し
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
特
徴
的
な
役
所
で
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
遺
産
の
効
率
的
な
配
分
と
い
う
市
民

の
個
人
的
な
要
求
を
、
公
的
機
関
で
あ
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
財
務
官
が
吸
収
す
る
形
で
発
展
し
た
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
都
市
自
治
の
あ
り
方

の
重
要
な
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
立
法
機
能
が
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
確
立
し
て
い
な
く
、
互
い
に
ほ
ぼ
面
識
の
あ

る
人
々
が
常
に
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
よ
う
な
中
世
都
市
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
「
制
度
の
後
追
い
的
発
展
」
が
普
通
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
市
民
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
本
稿
の
結
論
は
、
た
ん
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
一
都
市
に
と
ど
ま
ら

ず
、
よ
り
普
遍
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
と
考
え
た
い
。

　
①
大
議
会
に
　
度
も
登
場
し
な
い
家
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
指
名
さ
れ
て
い
る
。
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The　Development　of　the　Procurators　of　San　Marco

in　Thirteenth－Century　Venice：　A　social　lnterpretation

by

TAKADA　Keiko

　　In　medieval　Venice，　the　othce　of　Procurator　of　San　Marco　was　very　important　in

varied　areas，　such　as　public　tiinance，　civic　ecoRomy，　charitable　or　pious　activities　of

the　city，　and　farnily　1ife　of　the　Venetian　citizens．　The　institutional　development　of

this　ofice　has　been　weH　studied　by　several　scholars．　Especially　notable　is　R．C．

MueHer，　who　made　a　thorough　investigation　about　the　othce　and　its　functions　and

revealed　that　the　Procurators　played　a　significant　role　in　the　social　and　econornic

ure　of　the　city，　by　administrating　the　estates　of　private　persons　as　executors．

Nthough　the　importance　of　the　function　as　executor　and　trustee　has　been　pointed

out，　it　is　not　clear　enough　when　and　why　the　Procurators　were　involved　in　this

task．　To　answer　this　question，　the　attitudes　of　the　Venetian　testators　toward

this　othce　have　to　be　studied：　they　were　not　urged　to　commit　the　matter　of　the

estates　to　the　Procurators　by　laws　or　some　other　authority，　but　it　is　very　possible

that　they　themselves　named　these　offcials　according　to　their　desires　aiid

mtentions．

　　By　examining　the　testarr｝ents　of　individual　Venetians　who　selected　the

Procurators　as　their　executor，　this　paper　attempts　to　consider　the　motives　and

social　background　of　the　selection．　The　analysis　of　about　180　testaments　of　the

thirteenth　century，　censerved　in　the　Ai’chivio　di　Stato　di　Venezia，　shows　that　the

religious，　econornic　and　family　concerns　of　the　citizens　promoted　the　enlargement

of　the　task　of　this　othce．　This　example　of　the　development　of　a　mur｝icipal

institution　might　be　applicable　to　other　medieval　cities，　where　proxmity　would

have　adowed　the　diaily　activities　of　the　citizens　to　have　an　infiuence　on　the

administration　of　the　municipal　government．
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